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「市政改革プラン 3.0」の進捗状況（令和３年度末時点） 

 

Ⅰ 概  要 

 

大阪市では、市民が本市に暮らすことの満足度を向上させるため、生産性向上の視点を

踏まえ、「市民サービスの向上」「コスト削減」「スピードアップ」をめざす計画として、令

和２年４月に「市政改革プラン 3.0」を策定しました。この「市政改革プラン 3.0」では、

令和２年度から令和５年度までを取組期間とし、「ＩＣＴ1を活用した市民サービス向上」

「官民連携2の推進」「効果的・効率的な行財政運営」「ニア・イズ・ベター3の徹底」「人材育

成・職場力の向上」「働き方改革」の６つの柱のもとに、29 件の目標を設定し、改革を推進

しています（令和４年３月「市政改革プラン 3.1」【市政改革プラン 3.0 の中間見直し版】

に改定済）。 

 

「市政改革プラン 3.0」に掲げた取組については、毎年度末に進捗状況を点検し改善を

図るなど、ＰＤＣＡ4サイクルを推進していくこととしており、今回、令和３年度末時点の

状況について、各所属での自己点検を行い、さらに、大阪市改革プロジェクトチームにお

ける所属横断的観点による点検・評価を経て取りまとめました※１。 

 

令和３年度において、改革の柱１「ＩＣＴを活用した市民サービス向上」では、スマー

トフォンで電子署名を行えるアプリ「スマートＯＳＡＫＡ」をリリースするなど、行政手

続きのオンライン化に向けた取組を進めました。 

改革の柱２「官民連携の推進」では、令和３年４月に地方独立行政法人天王寺動物園を

設立、また、市営住宅維持管理業務において指定管理者制度を導入するなど取組を進めま

した。 

改革の柱３「効果的・効率的な行財政運営」では、施設のあり方検討のためのガイドラ

イン骨子を作成し、新公会計制度に基づくコスト情報などを活用した資産情報の一元化・

見える化の取組を実施するとともに、「空き施設活用方針」に基づき取組を実施しまし

た。 

次に、改革の柱４「ニア・イズ・ベターの徹底」では、区・局間の意識の隔たりを解消す

るために、区ＣＭ5事業のＰＤＣＡの仕組みに係る運用状況の振り返り結果を関係所属に周

 
1 Information and Communication Technology の略。コンピュータやインターネットなどの情報通信技術のこと 
2 行政と民間が連携して、それぞれの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値の向上や住民満

足度の最大化を図るもの 
3 住民に近いところで行われる決定ほど望ましい、という地方分権の基本的な考え方 
4 施策・事業に必要な要素である企画（Plan）、運営（Do）、評価（Check）、改善（Action）を一貫した流れのものとして捉え、それ

らを循環させることで、以降の施策・事業の改善に結びつける手法 
5 地方自治法上、「区長」は「区役所の長」であり、局の事務を所掌できないことになっていることから、現行の政令指定都市制度の

もとで、区の区域内における各局の基礎自治に関する業務を横断的に総括し、局長以下を指揮監督する職として、24 の「区シテ

ィ・マネージャー（区ＣＭ）」職を設置し、24 区長をもって充てる（兼務する）旨を大阪市の事務分掌規則に定めている。 
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知し実践の徹底を行いました。また、令和２年度に整理を図った区長（区ＣＭ）の権能のあ

り方を踏まえ、区・局連携の実践を進めることで、区長・区ＣＭによるマネジメントが効率

的・効果的に実施されるよう取り組みました。 

また、改革の柱５「人材育成・職場力の向上」では、リーダーシップを発揮できる人材や

幹部の育成を推進するため、階層別研修を実施するとともに、令和４年度からの民間企業

派遣先の拡充や、新たに民間企業から本市への受け入れ開始に向けた環境整備などの取組

を行いました。 

さらに、改革の柱６「働き方改革」では、テレワーク6や時差勤務など柔軟な働き方の推

進等の取組を進めました。 

その結果、評価可能な令和３年度目標 27 件のうち、約８割となる 21 件が「達成」とな

ったものの、残る６件は「未達成」となりました。 

今後、現在の進捗状況を踏まえ、重点的な取組や課題を有する取組等について所属長の

率先垂範を促し、目標が未達成の項目について取組内容の改善を図るとともに、年度末時

点での目標の達成状況及び取組の実施状況を点検・評価するなど、ＰＤＣＡサイクルを回

しながら、改定後の「市政改革プラン 3.1」に基づき、市政改革を着実に推進してまいりま

す※２。 

※１ 本冊子に記載の「３年度実績」や「４年度以降目標」等の各項目は、評価基準となる令和４年３月 31

日時点の内容で掲載しています。 

※２ 「４年度以降目標」については、「市政改革プラン 3.1」【市政改革プラン 3.0 の中間見直し版】の中で、

引き続き取組を推進していきます。 

 

 

 

 

  

 
6 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと 
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Ⅱ 目標の達成状況 

 

29 件の目標について、７ページ以降に進捗状況を明らかにするとともに、令和３年度

末現在で評価可能な 27 件の令和３年度の目標について達成状況を評価しました。また、

全ての項目について令和３年度の主な取組実績、課題及びこれらを踏まえた令和４年度

の取組内容を記載しています。 

 

○ 改革の柱ごとの主な状況 

令和３年度の主な状況は次のとおりです。 

 

  [評価結果一覧]                   （令和４年３月末現在） 

評価結果の区分 

改革の柱 
評価可能な令和３年度目標 

 達成 未達成 

１ ＩＣＴを活用した市民サービス向上 ４ ４ ０ 

２ 官民連携の推進 ８ ５ ３ 

３ 効果的・効率的な行財政運営 ９ ８ １ 

４ ニア・イズ・ベターの徹底 ４ ３ １ 

５ 人材育成・職場力の向上 １ １ ０ 

６ 働き方改革 １ ０ １ 

計 27 21 ６ 

 

【改革の柱１】ＩＣＴ7を活用した市民サービス向上 

「行政手続きのオンライン化とＢＰＲ8」（ｐ８~９）については、スマートフォンで電

子署名を行えるスマホアプリ「スマートＯＳＡＫＡ」をリリースするとともに、行政オ

ンラインシステムの機能を追加し取組を進めた結果、行政手続きのオンライン化件数

（累計）については、目標の約 500 件に対し約 600 件となり、目標を達成しました。 

「市民利用施設に係る手続きの利便性向上」（ｐ10）については、利用手続きのオンラ

イン化施設数は目標の 33 施設に対し 34 施設となり、目標を達成しました。また、市民

利用施設の一覧サイトについても、目標どおり稼働することができました。 

「多様な公共料金支払手段の整備」（ｐ11）については、「「多様な公共料金支払手段の

整備」実施計画」に基づき、目標である 37 施設について取組を推進し、目標を達成しま

した。 

 

 

 
7 Information and Communication Technology の略。コンピュータやインターネットなどの情報通信技術のこと 
8 Business Process Re-engineering の略。現状の業務プロセス、組織・機構、諸規定・制度を見直し、ゼロベースで業務手順を刷

新するもの 
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【改革の柱２】官民連携9の推進 

「下水道」（ｐ14）については、「汚泥処理炉」での民間活用の拡大に向け、ＰＦＩ10

事業に係る実施方針及び特定事業の選定・公表を行いました。 

「保育所」（ｐ16）については、令和５年度に民間委託予定の３箇所について公募を

実施しました。 

「一般廃棄物（収集輸送）」（ｐ17～18）については、東北環境事業センター・西北環

境事業センターの資源ごみ・容器包装プラスチック収集を民間委託しました。 

「市営住宅」（ｐ20）については、市営住宅維持管理業務において、令和３年４月に

指定管理者制度11を導入しました。 

「動物園」（ｐ21）については、地方独立行政法人12天王寺動物園を令和３年４月に設

立しました。 

上記５項目については目標達成となった一方、「幼稚園」（ｐ15）については、民営化

に向けた個々の園の進め方の方針を策定するため、所管所属と関係区との間で協議に向

け準備を進めましたが実施には至らず、未達成となりました。引き続き、関係区・関係

先との間で調整のうえ、取組を進めていきます。 

「市場（本場・東部市場）」（ｐ19）については、令和２年度に作成した「大阪市中央

卸売市場経営計画 2021」に基づき、引き続き経営の健全性を確保するための各種取組

を実施するとともに、最適な市場運営のあり方の方針決定に向けた検討を進めました

が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、方針決定には至らず未達成となりま

した。引き続き、最適な市場運営のあり方については、新型コロナウイルス感染症の状

況を踏まえ継続して検討していきます。 

「ＰＰＰ13／ＰＦＩの活用促進」（ｐ22～23）については、職員向け研修として、「ｅ

ラーニング研修」「官民連携研修」を実施するなどの取組を進めましたが、「事業の企画・

実施に関わっている職員のうち、民間活力を活用しようとしている職員の割合」につい

ては、目標の 70％に対し、65.5％にとどまり未達成となりました。これまでの職員ア

ンケート結果の分析を踏まえ、引き続き、研修内容を工夫して実施し、官民連携に関す

る理解促進を促していきます。 

 

【改革の柱３】効果的・効率的な行財政運営 

「最新技術を活用した維持管理業務等の効率化」（ｐ25）については、ドローンによ

る防潮堤点検業務の運用範囲を目標としていた 15kmに拡大しました。 

 
9 行政と民間が連携して、それぞれの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値の向上や住民満

足度の最大化を図るもの 
10 Private Finance Initiative の略。行政が実施している公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営に、民間の資金と

経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共サービスの提供を民間主導で行う手法 
11 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用

することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成 15年 9 月に設

けられた制度 
12 住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業で

あって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施さ

れないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、地方公共団体が設立する

法人 
13 行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値の向上や

住民満足度の最大化を図るもの 
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「持続可能な施設マネジメントの取組の推進」（ｐ26～27）については、施設のあり

方検討のためのガイドライン骨子を作成し、新公会計制度に基づくコスト情報などを活

用した資産情報の一元化・見える化の取組を実施するとともに、「空き施設等活用方針」

に基づき取組を実施しました。 

「施策・事業の見直し」（ｐ30）については、ＰＤＣＡ14の徹底に係る新たな仕組みの

構築として、運営方針に係る各所属の実態調査の結果を踏まえ、運営方針制度の運用に

関する仕組みの再構築を行い、目標達成となりました。 

「未利用地の有効活用等」（ｐ32～33）については、精査した未利用地の状況につい

て、一覧表を公表するとともに、用地ＰＴヒアリングにおいて処分等に向けた進捗管理

を行うほか、区役所が進める未利用地を活用したまちづくりに関して、総合的な調整や

用地ＰＴにおける事前審査（フィルタリング）により積極的なサポートを実施するなど

取組を進めた結果、目標の売却収入額 60 億円に対し、84 億円（累計 155 億円）（決算

見込）となり目標を達成しました。その他、「大規模事業等のリスク管理」（ｐ28～29）、

「人員マネジメントの推進」（ｐ31）及び「未収金対策の強化」（ｐ34～35）についても

目標達成となりました。 

一方、「業務改革の推進」（ｐ24）については、業務運営上の課題解決に係る職員提案

を募集し、提案内容を取りまとめましたが、多様な技術の活用等による事務の簡素化・

効率化に係る実施計画については、大阪市ＤＸ15戦略を策定することから同計画の策定

を見送ることとしたため、全体としては未達成となりました。今後は、業務運営上の課

題解決に係る職員提案の実現に向け、提案内容の点検・精査を実施していきます。 

 

【改革の柱４】ニア・イズ・ベター16の徹底 

「地域活動協議会17（以下、「地活協」という。）による自律的な地域運営の促進」（ｐ

36～39）については、地活協の課題を丁寧に聞き取り、コロナ禍における地域活動に安

心して取り組めるよう感染防止対策に係る補助金制度の見直しを行うとともに、地域の

実情に即したきめ細かな支援等の取組を行いました。その結果、「地活協の構成団体が、

地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組が自律的に進められている状態にある

と思う割合」については、目標である 88％に対し 89%となり達成しました。 

「区役所業務の更なる標準化の推進」（ｐ42）については、関係所属が連携して設置

した改善本部のもと策定された標準化計画に沿って取組を実施し、目標達成となりまし

た。 

一方、「区ＣＭ18制度の趣旨を踏まえたルールや制度の適切な運用の徹底」（ｐ40～41）

については、区長会議において、「区ＣＭ事業のＰＤＣＡ」の仕組みに係る運用状況の

 
14 施策・事業に必要な要素である企画（Plan）、運営（Do）、評価（Check）、改善（Action）を一貫した流れのものとして捉え、それ

らを循環させることで、以降の施策・事業の改善に結びつける手法 
15 デジタルトランスフォーメーション。一般的には「新たな価値を創造することを目的に、デジタル技術の駆使によって既存の枠組

みを変化させること」をいう。 
16 住民に近いところで行われる決定ほど望ましい、という地方分権の基本的な考え方 
17 概ね小学校区を範囲として、地域団体やＮＰＯ、企業など地域のまちづくりに関するいろいろな団体が集まり、話し合い、協力し

ながら、様々な分野における地域課題の解決やまちづくりに取り組んでいくための仕組み 
18 地方自治法上、「区長」は「区役所の長」であり、局の事務を所掌できないことになっていることから、現行の政令指定都市制度

のもとで、区の区域内における各局の基礎自治に関する業務を横断的に総括し、局長以下を指揮監督する職として、24 の「区シ

ティ・マネージャー（区ＣＭ）」職を設置し、24 区長をもって充てる（兼務する）旨を大阪市の事務分掌規則に定めている。 
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振り返り結果を周知し実践の徹底を行うとともに、令和２年度に整理を図った区長（区

ＣＭ）の権能のあり方を踏まえ、区・局連携の実践に取り組みました。結果、「関係所

属において区ＣＭ事業のＰＤＣＡが適切に行われ、制度の趣旨に即した運用が徹底され

ていると評価している区長（区ＣＭ）の割合」については、24 区長のうち 24 区長全員

が「徹底されている」と評価し目標達成となったものの、「ニア・イズ・ベターの徹底

の観点から、区ＣＭ権限等が適切に整理されていると考える区長（区ＣＭ）の割合」に

ついては、24 区長のうち 23 区長が「整理されている」と評価するにとどまり、未達成

となりました。引き続き、各区長（区ＣＭ）の意見等を踏まえ、目標達成に向けた課題

を洗い出し、その解決に向けて取組を進めていきます。 

 

【改革の柱５】人材育成・職場力の向上 

「次代を担う職員の育成」（ｐ43～44）については、各階層別研修においてリーダー

シップを発揮するために必要なカリキュラムや問題解決に係る研修を実施するととも

に、民間企業派遣研修の拡充等の取組を進めた結果、「「状況に応じて、リーダーシップ

を発揮している」かつ「困難な問題にも積極的にチャレンジし、自己成長につなげたい」

に、「思う」と回答した職員の割合」は、目標の 10％に対し 12.2％となり達成しました。 

 

【改革の柱６】働き方改革 

 「働き方改革の推進」（ｐ45～46）については、時間外勤務の状況に応じたヒアリン

グを行うとともに、テレワーク19、時差勤務、休憩時間などの各種制度による柔軟な働

き方の推進等に取り組んだものの、「職員１人あたりの時間外勤務の年間平均時間数」

については、目標の 124 時間以下に対して 135 時間となり未達成となったほか、「職員

１人あたりの年次休暇の年間平均取得日数」についても、目標の 16日以上に対して 15.8

日にとどまり、また、「男性職員の育児休業等取得率」についても、目標の 30.0％に対

して 28.8％にとどまったため、いずれも未達成となりました。また、「管理職に占める

女性職員の割合（事務系）」についても、目標の課長級以上 20.0％、係長級以上 30.0％

に対し、課長級以上 18.9％、係長級以上 28.1％で目標達成に至らず、未達成となりま

した。引き続き、時間外勤務の上限規制を踏まえ、ＰＣログ管理支援システムを活用し

ながら管理の徹底を図るとともに、研修の実施やテレワーク、時差勤務などの各種制度

による柔軟な働き方の更なる推進に取り組みます。加えて、全庁横断的な取組を行うた

めのプロジェクトチームを設定し、大阪市役所のあるべき働き方の絵姿を示していきま

す。 

  

 
19 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと 
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Ⅲ 項目ごとの進捗状況 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 令和３年度目標の達成状況については、次の考え方により評価しました。 

「３年度目標の評価」欄において、「達成」・「未達成」の２つの区分で評価 

・目標が数値化されているもの 

     → 目標値と実績値を比較し、目標を達成しているかどうかを評価 

   ・目標が数値化されていないもの 

     → 「目標」欄に掲げられた事項を実現できているかどうかを評価 

  ※令和３年度の目標設定がないものは「―」と記載しています。 

 

年月及び年度の表示については、和暦（元号）によるものとしますが、元号表記は省いております。 

  ・年月  

    例：平成 30 年、平成 31 年４月 ⇒ 30 年、31 年４月 

       令和元年５月、令和３年  ⇒ 元年５月、３年 

・年度  

例：平成 29 年度、平成 30 年度 ⇒ 29 年度、30 年度 

      令和元年度、令和３年度  ⇒ 元年度、３年度 
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【改革の柱１】ＩＣＴを活用した市民サービス向上 

柱１－１ 行政手続きのオンライン化とＢＰＲ20 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

行政手続きのオンライン
化件数 

２年度 199 件（現行電
子申請システムから移行
される手続きを含む） 

３年度 約 500 件（累計） 

５年度 584 件（累計） 

約 600 件（累計） 達成 行政手続きのオンライン化件
数 

４年度 約 700 件（累計） 

５年度 約 1,000 件（累計） 

（理由） 

３年度に実施した、行政手続
きのオンライン化に向けた進
捗調査の結果をもとに新たに
設定したため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 電子申請システムの機
能拡充とオンライン化
申請対象業務の拡大 

・「大阪市行政手続きオン
ライン化推進計画」に示
す、第３段階（システム
間連携・証明書等の「電
子交付」）を実現するた
め、オンライン申請され
た申請情報を各業務シ
ステムに連携する手法
を検討する。 

・窓口の混雑緩和に向け、
Web面談、面談予約など
のテクノロジーの積極
的な活用推進を図る。 

・スマホで電子署名21を行
えるスマホアプリ「スマ
ートＯＳＡＫＡ」をリリ
ースした。（４月） 

・次の機能を追加した。 
(1)システムでの予約者

や申請者、登録者に
通知を行う機能 

(2)代理申請、代行申請
を行う機能 

(3)統合基盤システム22

との連携機能 

・行政オンラインシステ
ムで予約し、Web会議ツ
ールで面談を行うリモ
ート相談窓口の実施を
支援した。 

・申請情報の電
子化及び業務
改革による本
市の業務負荷
軽減、業務効
率化を進める
とともに、行
政サービスの
デジタル化も
並行して行う
ことで、行政
サービスのリ
モート化の実
現をめざして
いく必要があ
る。 

 

・「大阪市行政手続きオンラ
イン化推進計画」に示す、
第３段階を実現するた
め、オンライン申請され
た申請情報を介護保険シ
ステム等の各業務システ
ムに連携する手法を検討
する。 

・窓口の混雑緩和に向け、
Web 面談、面談予約など
のテクノロジーの積極的
な活用推進を図る。 

② 手続きのオンライン化
に伴う業務プロセスの
見直しによる業務効率
化 

・窓口の混雑緩和に向け
たオンライン化の加速
を行うとともに、窓口支

・重点取組手続きを選定
し、オンライン化が可
能な手続きについて、
業務プロセスの見直し
を行い、オンライン化
を実施した。 

・窓口の混雑緩和に向けた
オンライン化の加速を行
うとともに、窓口支援機
能を活用したスマート申
請（オンライン上で質問
項目に答えることで、 ラ
イフイベントに応じた

 
20 Business Process Re-engineering の略。現状の業務プロセス、組織・機構、諸規定・制度を見直し、ゼロベースで業務手順を刷

新するもの 
21 契約書等の電子文書の作成者のなりすましや改ざんを防ぐためのもので、電子署名及び認証業務に関する法律(12 年法律第 102 号)

第 2 条第 1 項に規定されるもの 
22 住民情報系基幹システム（住民基本台帳等事務システム等）の各システムに共通する機能・環境を提供する基幹系システムの統合

基盤 
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援機能を活用したスマ
ート申請（オンライン上
で質問項目に答えるこ
とで、ライフイベントに
応じた「必要な手続きや
持ち物」と「手続き方法
等」を案内するなど）の
検討に着手する。 

・必要な手続き、持ち
物、手続き場所を把握
できる「大阪市外から
大阪市内へお引越しす
る際の手続き判定ナ
ビ」をリリースした。
（２月） 

「必要な手続きや持ち
物」と「手続き方法等」を
案内するなど）のモデル
区での先行導入を行う。 
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柱１－２ 市民利用施設に係る手続きの利便性向上 
 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

① 利用手続きのオンラ
イン化施設数 

２年度  ４施設 

３年度  33施設 

※４年度以降の目標は、
施設特性等を踏まえて
設定又は見直しを行
う。 

・34 施設 

※区役所附設会館（33施
設）、社会情報・研修セ
ンター 

達成 ４年度 実施計画に基づいたオ
ンライン化の推進 

※５年度の目標は、４年度の進
捗状況を踏まえて設定 

（理由） 

各施設のオンライン化目標
を設定し、「市民利用施設にお
ける予約のオンライン化実施
計画」を更新したため。 

② ２年度 予約が必要な
市民利用施設の一覧
サイトの稼働 

  ３年度 予約が必要な
市民利用施設の一覧
サイトの稼働 

・予約が必要な市民利用施
設の一覧サイトの稼働 

達成 ― 

（理由） 

３年度で取組が完了したた
め 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 施設利用手続きのオン
ライン化の推進 

・各施設の特性に応じた
予約等の手続きのオン
ライン化等を推進する。 

・区役所附設会館等の予
約等の手続きのオンラ
イン化に取り組んだ。 

・施設所管所属に取組推
進に係る照会等及び各
施設のオンライン化目
標の設定に係るヒアリ
ングを実施した。 

・ヒアリング結果や各所
属との調整により、各施
設の特性を踏まえたオ
ンライン化目標を設定
し、実施計画を更新し
た。 

・各施設の特性
等を踏まえな
がら、手続き
のオンライン
化などの利便
性向上に向け
た取組を進め
ていく必要が
ある。 

・実施計画に基づき、各施設
の特性に応じた予約等の
手続きのオンライン化を
推進する。（通年） 

② 利便性向上に向けた取
組 

・市民利用施設を検索で
きる一覧サイトを作成
し、利便性の向上を図
る。 

・本市ホームページの「施
設情報ページ」につい
て、予約を必要としない
市民利用施設も含め、一
体的な整理を行い、「く
らしの便利帳」に基づく
新たなカテゴリで再構
築し、利便性の向上を図
った。 

― ― 
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柱１－３ 多様な公共料金支払手段の整備 
 

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

２年度 各年度の目標を
含む実施計画を策定 

３年度以降 上記実施計
画に定めた目標に順次取
り組む。 

３年度 37 施設 

・37 施設 

※区役所附設会館（33施
設）・クレオ大阪（４施
設）にコンビニ収納導
入 

達成 ４年度 実施計画に定めた目標
に順次取り組むとともに実施
計画を更新 

30 施設（屋内プール等）におい
て整備を実施 

５年度 実施計画に定めた目標
に順次取り組む。 

（理由） 

社会状況や市民ニーズの変
化等を踏まえ、「多様な公共料
金支払手段の整備実施計画」を
更新したため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 多様な公共料金支払手
段の整備 

・２年度に策定した実施
計画に基づき、関係所属
と連携しながら、多様な
公共料金支払手段の整
備を推進するとともに、
技術革新などの社会状
況や市民ニーズの変化
を踏まえ、適宜、実施計
画を更新する。 

・施設所管所属に取組推
進に係る照会及びヒア
リングを実施した。 

・４年度中に確実にキャ
ッシュレス化等導入可
能な施設（屋内プール等
30 施設）について、予算
を確保し、導入に向けた
取組を推進した。 

・各施設の特性を踏まえ、
実施計画を更新した。 

・各施設の特性
や市民ニーズ
の変化等を踏
まえながら、
引き続き、多
様な公共料金
支払手段の整
備を促進して
いく必要があ
る。 

・実施計画に基づき、多様な
公共料金支払手段の整備
を推進するとともに、技
術革新などの社会状況や
市民ニーズの変化を踏ま
え、適宜、実施計画を更新
する。（通年） 

 

  



12 

 

【改革の柱２】官民連携の推進 

柱２-１-（１） 水道 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

４年度 ＰＦＩ23管路更新
事業の導入 

 

・全ての応募者の辞退によ
りＰＦＩ管路更新事業の
取組を終了した。 

＿ ４年度 新たな官民連携24プラ
ンの策定 

４年度以降 事業者選定 

６年度以降 新たな官民連携プ
ランによる事業開始 

（理由） 

全ての応募者の辞退により
選定に至らず取組を終了した
ことから、取組内容を見直し、
今後の目標を再設定すること
となったため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

①「ＰＦＩ管路更新事業」
の導入推進 

・改正水道法に基づくＰ
ＦＩ管路更新事業の導
入に向け、事業提案書の
審査、優先交渉権者の選
定及び基本協定の締結、
運営権の設定議案の提
出、厚生労働省への許可
申請、実施契約の締結に
係る手続きを進める。 

・全ての応募者の辞退に
より選定に至らず取組
を終了した。（９月） 

・「ＰＦＩ管路
更新事業」の
課題に対処し
た上で、新た
な官民連携プ
ランによる事
業の開始に向
け、取組を進
めていく必要
がある。 

＿ 

  ②「新たな官民連携手法」の
導入推進 

・市場調査を実施し、新たな
官民連携プランの策定を
行う。（通年） 

 

  

 
23 Private Finance Initiative の略。行政が実施している公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営に、民間の資金と

経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共サービスの提供を民間主導で行う手法 
24 行政と民間が連携して、それぞれの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値の向上や住民満

足度の最大化を図るもの 
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柱２-１-（２） 工業用水道 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

４年度 公共施設等運営
権制度25の導入 

・４年度からの事業開始に
向け、事業者を選定した。
その後、公共施設等運営
権の設定議決を経て、実
施契約を締結し、事業者
への事業承継を実施し
た。 

― ４年度 公共施設等運営権制度
の導入 

（理由） 

予定どおりに取組が進捗し
ているため変更なし 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 公共施設等運営権制度
の導入推進 

・公共施設等運営権制度
の導入に向け、事業提案
書の審査、優先交渉権者
の選定及び基本協定の
締結、運営権の設定議案
等の提出、実施契約の締
結、市の工業用水道事業
給水条例の改正案の提
出を進める。 

・優先交渉権者選定に係
る手続きを実施し（４～
８月）、優先交渉権者と
基本協定を締結した。
（８月） 

・公共施設等運営権の設
定議決を経て、事業者と
実施契約を締結した。
（９～10月） 

・実施契約締結後、事業者
への事業承継を実施し
た。（10～３月） 

・市の工業用水道事業給
水条例を停止する条例
案の議決を得た。（３月） 

― ― 

  

 
25 利用料金の徴収を行う公共施設について、施設の所有権を公共主体が有したまま施設の運営権を民間事業者に設定する制度のこと

をさす。「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」（PFI 法）において平成 23 年に定められた概念であ

る。 
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柱２-１-（３） 下水道 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

２年度 実現可能性が高
い事業領域における事業
手法の決定 

３年度 汚泥処理炉での
民間活用の拡大に向け、
ＰＦＩ26事業に係る特定
事業の選定・公表を行う。 

※４年度以降の目標は３
年度の進捗状況を踏ま
えて設定 

・ＰＦＩ事業に係る実施方
針及び特定事業の選定・
公表を行った。 

達成 ４年度 事業契約の締結、事業
開始（予定） 

（理由） 

４年度目標が未設定であっ
たため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 民間活用手法の導入拡
大 

・学識経験者等への意見
聴取等により、事業内容
や条件設定を詳細に検
討・評価し、ＰＦＩ事業
に係る特定事業の選定・
公表を行う。 

・学識経験者等の意見を
踏まえたうえで、事業内
容を決定し、実施方針の
公表（12月）及び特定事
業の選定・公表を行っ
た。（３月） 

・引き続き、４
年度からの事
業開始に向け
て、入札公告
及び事業者選
定に係る手続
きを着実に進
める必要があ
る。 

 

・学識経験者等の意見を踏
まえ詳細に検討した上
で、入札公告及び提案書
の審査、落札者の決定を
行う。（４月～１月） 

・落札者決定後は基本協定
の締結、事業契約の締結
に係る手続きを進め、Ｐ
ＦＩ手法による事業を開
始する。（２月～３月） 

  

 
26 Private Finance Initiative の略。行政が実施している公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営に、民間の資金と

経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共サービスの提供を民間主導で行う手法 
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柱２-１-（４） 幼稚園 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

関係区・関係先との間で
調整を進めた結果、具体
化が可能となった園か
ら、順次、個々の進め方の
方針を策定し、民営化の
取組を進める。 

・個々の園の進め方の方針
を策定するため、所管局
と関係区との間で協議の
実施に向けて準備を進め
たが実施には至らなかっ
た。 

未達成 変更なし 

（理由） 

引き続き、関係区・関係先と
の間で調整のうえ、取組を進め
ていくため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 個々の園の状況や地域
ニーズ等による調整 

・個々の園の状況や地域
ニーズ等から今後の進
め方を検討する。 

・個々の園の進め方の方
針を策定するため、所管
局と関係区との間で協
議の実施に向けて準備
を進めたが実施には至
らなかった。 

・地域の十分な
理解を得て進
め て い く に
は、個々の園
や地域状況を
十分考慮して
進め方を検討
する必要があ
る。 

・個々の園の状況や地域ニ
ーズ等から今後の進め方
を検討する。（通年） 

② 具体化が可能な園に係
る民営化の推進 

・具体化が可能な園につ
いて、個々の園の進め方
の方針をそれぞれ策定
し、取組を進める。 

・具体化が可能な園がな
かったため、実施には
至らなかった。 

・具体化が可能な園につい
て、個々の園の進め方の
方針をそれぞれ策定し、
取組を進める。（通年） 
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柱２-１-（５） 保育所 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

２年度 ５箇所公募実施 

３年度 ３箇所公募実施 

※４年度以降の目標は、
３年度の進捗状況を踏
まえて設定 

（３年４月１日現在 直
営保育所 57 箇所） 

・３箇所公募実施（民間委

託） 

 

達成 ４年度 １箇所公募実施 

※５年度以降の目標は、４年度
の進捗状況を踏まえて設定 

（理由） 

４年度目標が未設定であっ
たため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 公立保育所の民営化等
の推進 

・新型コロナウイルス感
染の状況を注視しつつ、
民営化の条件の整った
保育所については、保護
者理解を得ながら着実
に公募を実施する。 

・５年度に民間委託予定
の３箇所について公募
を実施し、うち２箇所に
ついて委託先法人を決
定した。 

・新型コロナウイルス感
染防止に配慮してスケ
ジュールを調整しなが
ら、公募実施時や委託先
法人選定後等の説明会
を実施するなど、保護者
への丁寧な対応に努め
た。 

・２年度に移管先法人を
選定した２箇所の保育
所について、４年度から
の円滑な民営化に向け、
保護者対応や、引継ぎ・
共同保育等を実施した。 

・公立保育所は
老朽化の進ん
でいる施設が
多く、建替え
が条件となる
移管が増えて
いるが、移
転・建替えに
適した用地の
確保が難し
い。 

・「公立保育所
新再編整備計
画」に基づき
実施している
民営化の公募
等において、
民間事業者の
応募数が減少
しており、民
間移管先等が
決定しない場
合がある。 

・新型コロナウイルス感染
の状況を注視しつつ、民
営化の条件の整った保育
所については、保護者理
解を得ながら着実に公募
を実施する。（通年) 

② 新たな民営化手法の検
討 

・用地確保等の課題を踏
まえ、引き続き、新たな
民営化手法の検討を行
う。 

・土地所管部署と密接に
連携し、建替え移管に適
した用地の確保に向け
て調整を行う。 

・民営化の課題解決を図
るため、短期間の仮設
を前提とした用地確保
など新たな民営化手法
を検討するとともに、
セーフティネットとし
ての観点から必要な直
営保育所の箇所数につ
いて改めて算定し、「公
立保育所民営化推進計
画」を策定した。 

・民間事業者が応募しやす
い条件の検討に加え、処分
検討地をはじめとする事
業予定地も含めた市有地
の活用や、市有地の確保が
難しい場合の民地の賃借
等、短期間の仮設を前提と
した用地確保など新たな
民営化手法を検討・実施す
ることとし、移転・建替え
の必要な民営化対象保育
所ごとに、候補地情報の収
集や条件交渉などを行う。
（通年) 
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柱２-１-（６） 一般廃棄物（収集輸送） 
 

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

２年度 東南環境事業セ
ンターの資源ごみ・容器
包装プラスチック収集に
係る民間委託の拡大 

３年度 東北環境事業セ
ンター・西北環境事業セ
ンターの資源ごみ・容器
包装プラスチック収集に
係る民間委託の拡大 

４年度 西南環境事業セ
ンターの資源ごみ・容器
包装プラスチック収集に
係る民間委託の拡大 

※５年度の目標は、４年
度までの進捗状況を踏
まえて設定 

・東北環境事業センター・
西北環境事業センターの
資源ごみ・容器包装プラ
スチック収集を民間委託
した。 

達成 ４年度 西南環境事業センター
・南部環境事業センターの資源
ごみ・容器包装プラスチック収
集に係る民間委託の拡大 

※５年度の目標は、４年度まで
の進捗状況を踏まえて設定 

（理由） 

市政改革プラン 3.0の中間見
直しの結果、職員数の減員等の
状況により、４年度目標を変更
することとしたため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 民間委託の拡大と環境
事業センターの統廃合 

・職員数の減員に合わせ、
民間委託化を拡大する。
（東北環境事業センタ
ー及び西北環境事業セ
ンターの資源ごみ・容器
包装プラスチック収集
の民間委託化） 

・廃止するもう１つの環
境事業センターについ
て、南海トラフ巨大地震
の被害想定を考慮し、市
域の西側にある４箇所
の環境事業センターの
中から、輸送効率や付帯
施設・跡地の有効活用の
可能性などを考慮して
検討する。 

・職員数の減員に合わせ
て東北環境事業センタ
ー・西北環境事業センタ
ーの資源ごみ・容器包装
プラスチック収集を民
間委託した。（４月） 

・４箇所の環境事業セン
ターのうち、西部環境事
業センターを廃止する
方針を決定した。（３月） 

・「家庭系ごみ
収集輸送事業
改 革 プ ラ ン
2.0」に掲げる
目標達成に向
けた取組につ
いて、引き続
き、定期的に
棚 卸 し を 行
い、進捗状況
の点検・必要
に応じた改善
を図るなど、
ＰＤＣＡ27サ
イクルを回し
ながら、目標
達成に向けて
各種取組を推
進していく必
要がある。 

・職員数の減員に合わせ、民
間委託化を拡大する。（西
南環境事業センター及び
南部環境事業センターの
資源ごみ・容器包装プラ
スチック収集の民間委託
化）（４月） 

・西部環境事業センターの
廃止に向けて、職員や機
材の受け入れ等、具体的
な検討を行う。（通年） 

 
27 施策・事業に必要な要素である企画（Plan）、運営（Do）、評価（Check）、改善（Action）を一貫した流れのものとして捉え、それ

らを循環させることで、以降の施策・事業の改善に結びつける手法 
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② 更なる効率的な運営に
よる市民サービスの質
的向上 

・公務上交通事故件数”
０”（人身事故の撲滅）を
めざして、職員一人ひと
りの意識改革、各職員の
運転意識の向上を図る
とともに、運行管理シス
テムに新たに追加した
機能等を活用し、公務上
交通事故防止対策の強
化を図る。 

・粗大ごみのふれあい収
集対応件数の増加と受
付から収集までの収集
間隔の平準化に取り組
む。 

・２環境事業センターに
おける普通ごみの午前
収集の試行実施により
抽出された課題等を検
証し、拡大手法について
検討を行い、普通ごみの
午前収集地域の拡大を
図る。 

・外部機関による運転研
修を拡大することによ
り運転の改善を進める
とともに、ドライブレコ
ーダーの映像確認の取
組から、運行管理システ
ムの地点登録イベント
機能を活用した効率的、
かつ効果的な映像確認
の取組への移行を試行
的に運用するなど、公務
上交通事故防止対策の
強化を図った。 

・粗大ごみのふれあい収
集について、受付から収
集までの期間を平準化
するとともに、対応件数
を増加した。 

・職員の勤務時間及び家
庭ごみの排出時間変更
により、普通ごみの午前
収集地域の拡大を図っ
た。 

 ・ドライブレコーダー等の
映像確認及び研修等によ
る運転指導を強化し、運
転改善による交通事故の
発生抑制を図る。（通年） 

・粗大ごみのふれあい収集
対応件数の増加と収集間
隔の平準化に取り組む。
（通年） 

・普通ごみの午前収集拡大
のための取組について
は、普通ごみ以外の収集
業務と関連するため、合
わせて検討を行う。 
（通年） 

③ ごみ焼却処分事業との
一体的運営の手法を含
めた経営形態の検討 

・引き続き、安定的かつ効
率的な手法を検討する。 

・一体的運営によるメリ
ットを検討するととも
に、焼却処分事業との一
体的運営の対象とすべ
き業務、また一体的運営
を行う場合に必要とな
る準備、コストなどの検
討を行った。 

・更なる効率化と安定した
事業運営が両立できる経
営形態について、計画当
初と状況が変化したこと
を踏まえ、改めて、他都市
事例等も参考に、ごみ焼
却処分事業との一体的運
営手法も含め検討する。
（通年） 
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柱２-１-(７)  市場（本場・東部市場） 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

市場取引の活性化と経営
の健全性の確保のための
各種取組を検討・実践す
るとともに、３年度中に
最適な市場運営のあり方
の方針を決定する。 

※４年度以降の目標は、
方針決定の内容を踏ま
えて設定 

・２年度に作成した「大阪
市中央卸売市場経営計画
2021」に基づき、引き続
き経営の健全性を確保す
るための各種取組を実施
するとともに、最適な市
場運営のあり方の方針決
定に向けた検討を進めた
が、新型コロナウイルス
感染症拡大の影響を踏ま
え、４年度に引き続き検
討することとした。 

未達成 市場取引の活性化と経営の健
全性の確保のための各種取組
を検討・実践するとともに、最
適な市場運営のあり方につい
ては、新型コロナウイルス感染
症の状況を踏まえ継続して慎
重に検討し、４年度中に方針を
決定 

（理由） 

市政改革プラン 3.0 の中間見
直しの結果、新型コロナウイル
ス感染症の影響により、今後の
目標を再設定することとなっ
たため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 市場取引の活性化に向
けた取組 

・最適な市場運営のあり
方の検討を継続し、３年
度中に方針を決定する。 

・所属内ワーキンググル
ープにおける検討を行
ったが、新型コロナウイ
ルス感染症拡大の影響
により、市場内事業者と
検討を行うことができ
ず、方針の決定には至ら
なかった。 

・新型コロナウ
イルス感染拡
大の長期化に
より、飲食店
等を取引先と
する市場内事
業者は非常に
厳しい経営状
況に陥ってお
り、その経営
回復の状況を
十分考慮しな
がら最適な市
場運営のあり
方についての
検討を進めて
いく必要があ
る。 

・最適な市場運営のあり方
の検討を継続し、４年度中
に方針を決定する。（通年） 

② 経営の健全性の確保 

・２年度に策定した「大阪
市中央卸売市場経営計
画 2021」に基づき、市場
事業会計の健全性の確
保に向け取り組んでい
く。 

・市場事業会計の健全性
の確保に向け、本場業
務管理棟の入居促進や
民間活力を最大限活用
しながら業務の効率化
に取り組んだ。 

・引き続き「大阪市中央卸売
市場経営計画 2021」に基
づき、市場事業会計の健全
性の確保に向け取り組ん
でいく。（通年） 
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柱２-１-（８）  市営住宅 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

３年度 指定管理者制度28

導入 
・指定管理者制度を導入 達成 ― 

（理由） 

３年度で取組完了したため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 指定管理者制度の導入 ・市営住宅維持管理業務に
係る事業者選定において
競争性を確保するため、
管理代行制度29に基づく
随意契約に代え、指定管
理者制度を導入した。 

（４月） 

― ― 

 

  

 
28 住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するための施設である公の施設について、民間事業者等が有するノウハウを活用

することにより、住民サービスの質の向上を図っていくことで、施設の設置の目的を効果的に達成するため、平成 15年 9 月に設

けられた制度 
29 事業主体以外の地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅の管理権限を代行する制度 
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柱２-１-（９） 動物園 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

２年度 総務省へ法人設
立認可申請 

３年度 地方独立行政法
人30設立 

・地方独立行政法人設立 達成 ― 

（理由） 

３年度で取組完了したため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 地方独立行政法人化に
向けた取組 

・地方独立行政法人天王
寺動物園を設立（４月） 

― ― 

  

 
30 住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業で

あって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施さ

れないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、地方公共団体が設立する

法人 
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柱２-２-（１） ＰＰＰ／ＰＦＩの活用促進 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

事業の企画・実施に関わ
っている職員のうち、民
間活力を活用しようとし
ている職員の割合 

２年度 65％ 

３年度 70％ 

※４年度以降の目標は、
３年度までの進捗状況
を踏まえて設定 

65.5％ 未達成 ４年度 70％ 

５年度 70％ 

（理由） 

４年度以降の目標が未設定
であったため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 民間活力の活用を検討
できる職員の育成 

・研修において、これまで
の職員アンケート結果
の分析を踏まえ、職員の
理解度等に応じて手法
や内容を変えてアプロ
ーチするとともに、コロ
ナ禍においても、必要な
職員が必要な知識を習
得できるよう、工夫した
取組を実施する。 

・職員向け研修として、「e
ラーニング研修（12 月
～１月）」、「官民連携31

研修（１月）」を実施し
た。 

・官民連携研修では、内閣
府のＰＰＰ32／ＰＦＩ33

専門家を講師に迎え、本
会場での受講と Teams
受講の双方の形式で実
施した。 

・e ラーニングでは、昨年
度の受講者意見も踏ま
え、施設整備等のハード
面だけでなく、幅広く官
民連携手法を紹介する
など、受講者のニーズに
対応する研修内容とし
た。 

・引き続き、官
民連携に関
する意識を
高め、民間活
力の活用を
促す取組を
進めること
が必要であ
る。 

・研修の実施に
より官民連携
に関する職員
の知識・スキ
ルの向上を促
し、率先して
行動できる人
材を育成する
ことで、民間
活力の活用の
積 極 的 な 検
討・導入につ
なげる必要が
ある。 

・研修において、これまでの
職員アンケート結果の分
析を踏まえ、官民連携の
経験が少ない職員にも、
民間活力の活用の有効性
を理解し取り組むことが
できるよう、研修内容を
工夫して実施し、官民連
携に関する理解促進を促
す。（通年） 

② ＰＰＰ／ＰＦＩ手法の
検討・導入の促進 

・「大阪市ＰＰＰ／ＰＦＩ
手法導入優先的検討規
程」を踏まえ、官民対話
も活用しながら、最適な
民間活力の活用手法の
検討・導入を進める。 

・「大阪市ＰＰＰ／ＰＦＩ
手法導入優先的検討規
程」の対象事業の協議、
各種相談など活用促進
に向けて各所属におけ
る検討を支援した。 

・ＰＦＩ手法を選択した
事業の検討を支援し、Ｐ

・「大阪市ＰＰＰ／ＰＦＩ手
法導入優先的検討規程」
を踏まえ、官民対話も活
用しながら、最適な民間
活力の活用手法の検討・
導入を進める。（通年） 

 
31 行政と民間が連携して、それぞれの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの提供を実現し、地域の価値の向上や住民満

足度の最大化を図るもの 
32 Public Private Partnership の略。行政と民間が連携して、それぞれお互いの強みを生かすことによって、最適な公共サービスの

提供を実現し、地域の価値の向上や住民満足度の最大化を図るもの 
33 Private Finance Initiative の略。行政が実施している公共施設等の設計・建設・改修・更新や維持管理・運営に、民間の資金と

経営能力・技術力（ノウハウ）を活用し、公共サービスの提供を民間主導で行う手法 
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ＦＩ事業検討会議の運
営を行った。 
支援対象事業：水道ＰＦ
Ｉ管路更新事業等、工業
用水道特定運営事業等、
汚泥処理施設整備運営
事業 

・直近の本市事例等を踏
まえ、「大阪市ＰＦＩガ
イドライン」「大阪市Ｐ
ＰＰ／ＰＦＩ手法導入
優先的検討規程運用の
手引」等を改訂した。 
（３月） 
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【改革の柱３】効果的・効率的な行財政運営 

柱３-１-（１） 業務改革の推進 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

２年度 各年度の目標を
含む実施計画を策定 

３年度 各年度の目標を
含む実施計画を策定 

・「市政改革に関する職員
提案募集」の実施 

・提案内容の取りまとめ 

未達成 ４年度 提案内容の実現に向け
た点検・精査 

５年度 簡素化・効率化に資す
る提案の実現 

（理由） 

市政改革プラン 3.0の中間見
直しの結果、職員提案の実現に
向けて取組を進めることとし
たため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

①「中間処理レス」の取組 

・書面・対面規制の見直し
について、国の動向に注
視しつつ、本市の見直し
方針の検討を行う。 

・「大阪市押印見直し方
針」に基づき、押印見直
し状況を調査し、押印見
直し結果をホームペー
ジで公表した。 

・国が策定予定としてい
る対面見直しマニュア
ルの進捗状況について
確認を行った。 

・業務運営上の課題解決
に係る職員提案を募集
し、提案内容を取りまと
めた。 

・庁内事務の業
務プロセスに
おけるムダの
削減に常に取
り組むことで
業務を効率化
し、生産性が
向上すること
により、市民
サービスの向
上や職員の負
担を軽減する
必要がある。 

 

・中間処理レスに資する業務
運営上の課題解決に係る
提案内容の実現に向けた
点検・精査を実施する。 

（通年） 

② 多様な技術の活用等に
よる事務の簡素化・効
率化 

・他都市の先進事例や民
間事例をベンチマーク34

とし、本市において事務
の簡素化・効率化に資す
る多様な技術の導入検
討を行う。 

・多様な技術の活用等に
よる事務の簡素化・効率
化をめざす実施計画を
策定する。 

・他都市事例について、
情報収集を行うなど、
担当所属で検討を行っ
た。 

・実施計画については、大
阪市ＤＸ戦略を策定す
ることから同計画の策
定は見送ることとし、運
営上の課題解決に係る
職員提案を募集し、提案
内容を取りまとめた。 

・多様な技術の活用等によ
る業務運営上の課題解決
に係る提案内容の実現に
向けた点検・精査を実施す
る。（通年） 

  

 
34 基準、指標や尺度という意味で、ここでは、本市の事業や業務プロセスなどを改善していくため、他の地方公共団体の優れた事例

を参考基準とすること 
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柱３-１-（２） 最新技術を活用した維持管理業務等の効率化 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

２年度 ドローンによる
防潮堤点検の業務の本格
運用を開始し、目標設定
に向けた検証を行う。 

３年度 運用範囲の拡大
（５km から 15km） 

15km の範囲で運用 達成 ― 

（理由） 

これまでの進捗状況を踏ま
え、所属により自律的な改善と
検証に取り組んでいく段階で
あり、令和４年度以降は、所属
マネジメントのもと運用方法
の改善及びドローンの運用範
囲の拡大を図っていくため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① ドローン活用による防
潮堤の維持管理等の効
率化 

・ドローンが有効に活動
できる範囲（30km）のう
ち、運用が比較的早期に
できる単純な地形 10km
を選定する。 

・新たに選定した 10km の
運用を開始する。 

・２年度に運用を開始し
た５km の安定的運用を
行う。 

・２年度実績の検証を踏
まえ、ドローンの活動範
囲として設定した 30km
の範囲のうち、15km（２
年度運用開始の５km 及
びに３年度に運用した
10km）において、運用を
開始した。 

― ― 
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柱３-２-（１） 持続可能な施設マネジメントの取組の推進                                                                                                          

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

① ２年度 長期的な施設
マネジメントの仕組
み検討・整理 
一般施設35の資産情報
の一元化・見える化の
実施 

３年度（設定） 評価
対象となる一般施設
（約 500 施設）に係る
総合評価のステージ
に向けた分析の実施 

※施設マネジメント
に係る取組を進め
る中で明らかとな
った課題を踏まえ
３年度以降の目標
を変更及び設定 

３年度（変更） ガイ
ドライン骨子作成 

新公会計制度に基づ
くコスト情報などを
活用した資産情報の
一元化・見える化の実
施 

４・５年度  新公会計
制度に基づくコスト
情報などを活用した
資産情報の一元化・見
える化の実施 

４年度 施設のあり方
検討のためのガイド
ラインの作成 

５年度 上記ガイドラ
インを活用した施設
評価等の実施 

・ガイドライン骨子を作成
した。 

・新公会計制度に基づくコ
スト情報などを活用した
資産情報の一元化・見え
る化の取組を実施した。 

達成 ４・５年度  新公会計制度に基
づくコスト情報などを活用し
た資産情報の一元化・見える化
の実施 

４年度 施設のあり方検討のた
めのガイドラインの作成 

５年度 上記ガイドラインを活
用した施設評価等の実施 

（理由） 

予定どおりに取組が進捗し
ているため変更なし 

② ２年度 空き施設の活
用方針の検討・策定 

３年度 活用方針に基
づく取組の実施 

・「空き施設等活用方針」

に基づき取組を実施し

た。 

 

達成 ４・５年度 活用方針に基づく
取組の実施 

（理由） 

市政改革プラン 3.0 の中間見
直しの結果、４年度以降の目標
を設定した。 

  

 
35 市設建築物のうち、学校施設、市営住宅及び特別会計施設を除く施設 



27 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 長期的な施設マネジメ
ントの推進 

・施設のあり方の方向性
に係る分析手法（定量及
び定性）を確立する。 

・一般施設（1,719 施設）
の基本情報及び地図情
報等について公表を行
う。※ 

・評価対象となる一般施
設（約 500 施設）に係る
分析・総合評価のステー
ジに向け、うち約 100 施
設の資産カルテについ
て公表を行う。※ 

・早期に施設のあり方の
検討が必要な一般施設
についても、先行して分
析を進める。 

※新型コロナワクチン接
種の早期完了を最優先
課題として取り組む必
要があり、６～９月の４
か月間、大阪市大規模接
種センターの運営を実
施したため当初の取組
を変更した。 

・施設のあり方の方向性
に係る分析・評価手法を
検討し、一般施設の将来
のあり方検討のための
ガイドライン骨子を作
成した。 

・一般施設・賃借施設
（1,719 施設）の「基本
情報及び地図情報」につ
いて公表を行った。（４
月） 

・市設建築物情報マップ
（マップナビおおさか）
の公表を行った。（３月） 

・「大阪市市設建築物（一
般施設）の現状」の公表
を行った。（３月） 

・1,000 ㎡以上等の一般施
設 475 施設のうち、325
施設について、新公会計
制度に基づくコスト情
報などを取り入れた資
産カルテの公表を行っ
た。（３月） 

・早期に施設のあり方の
検討が必要な一般施設
について分析を実施し
た。 

・今後多くの一般
施設が更新時期
を迎え、将来的
な施設のあり方
が問われてくる
中、土地も含め
たアセットマネ
ジメントの観点
も踏まえ、施設
のあり方検討の
基本的な考え方
や施設規模の最
適化に向けた検
討手順などをガ
イドラインとし
て作成する必要
がある。 

・資産カルテの対
象となる 1,000
㎡以上等の一般
施設（475 施設）
のうち、施設所
管所属の作業を
考慮し、次年度
に実施すること
とした残り 150
施設について、
取りまとめ・公
表する必要があ
る。 

・更新時期を迎える施設
等について、周辺施設・
土地の状況も踏まえな
がら長期的な施設のあ
り方案の取りまとめに
つなげていくため、コ
スト情報や、施策上の
必要性、利用者ニーズ
などの視点を踏まえな
がら現状分析・評価等
を行うガイドラインを
作成する。（１月） 

・1,000㎡以上等の150施
設について、新公会計
制度に基づくコスト情
報を取り入れた資産カ
ルテの作成を行うなど
取組を進める。（９月） 

 

② 空き施設の活用 

・空き施設の効果的かつ
効率的な活用に向け、
「空き施設等活用方針」
に基づき取組を実施す
る。 

・市設建築物における空
き施設等の調査及び活
用方針の整理を行っ
た。 

・事業実施所属からの新

たな施設整備要望に対

し、空き施設の有効活

用の検討を実施した。

(11 件) 

・空き施設等の状
況（付帯設備や
老朽度など）を
踏まえた活用可
能性の検討な
ど、事業実施所
属に対する技術
的支援が必要で
ある。 

・新たな施設整備要望の把
握に努めるとともに、空
き施設等に関する情報
の更新や技術的支援に
引き続き取り組む。 

（通年） 
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柱３-２-（２） 大規模事業等のリスク管理 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

10 億円以上の大規模事
業等に関わる所属（２年
度末現在 ５所属）におい
て仕組みを導入している
割合 100％ 

・10億円以上の大規模事業
等に関わる５所属（３年
度末現在 建設局、計画
調整局、大阪港湾局、万
博推進局、都市整備局）
において仕組みを導入し
た。 

達成 ４年度 前年度に導入したリス
ク管理の仕組み36を活用し、リ
スク評価や対応策の見直しな
どが事業所管所属において継
続実施されている割合 100％ 

５年度 大規模事業等に係る財
務リスクの管理について、組織
的・自律的に事業所管所属にお
いて継続実施されている割合 
100％ 

（理由） 

３年度の進捗状況を踏まえ
て４年度以降の目標を設定す
るとしていたため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 有識者会議を活用した
統括的なリスク管理 

・総括的なリスク管理の
強化を図ることを目的
に、有識者会議を継続し
て実施し、聴取した意見
の内容によって、必要な
対策等を講じる。 

・３年度には各事業のモ
ニタリング結果を踏ま
え３事業を対象に２回
会議を開催し、外部有識
者から聴取した意見を
受けてリスク管理票を
見直すなど、総括的なリ
スク管理の強化を図っ
た。 

・大規模事業の
リスク管理に
ついて、より
効果的・効率
的に実施でき
るよう、全市
的に取り組ん
でいく必要が
ある。 

・取組内容④として継続実
施 

② 全市的なリスク管理の
促進 

・10 億円以上の大規模事
業等に関わる所属にお
いて、自律的なリスク管
理体制を導入していく。 

・リスクの評価基準等を
整理したリスク管理ツ
ールを提供するととも
に、ツールを活用した
研修を実施するなど、
10 億円以上の大規模事
業等に関わる５所属
（建設局、計画調整
局、大阪港湾局、万博
推進局、都市整備局）
の課長級を対象にリス
ク管理の仕組みの導入
を図った。 

・取組内容③として継続実
施 

 
36 リスクの顕在化によって過大な本市負担が生じないよう 、その発生要因を識別してその重大性を評価し、これに応じた対応策を

講じるとともに、その有効性を評価して必要に応じて見直すという、一連のリスクの管理に係るプロセスをさす。 
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   ③ 全市的なリスク管理の
実現 

・事業所管所属におけるリ
スク管理の取組状況を把
握するとともに、その状
況に応じて研修等の実施
やツールの提供等を行う
ことにより、リスク管理
の強化を図る。 

  ④ 全市的なリスク管理の
強化に向けた外部有識
者意見の活用 

・大規模事業等のうち特に
本市財政への影響が大き
い事業（本市負担が概ね
500 億円を超える事業）を
対象に、リスクの管理の
取組状況を確認するとと
もに、必要に応じて財務
リスク管理に関して外部
有識者から意見又は助言
を求めることにより、全
市的なリスク管理の強化
を図る。 
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柱３-３-（１） 施策・事業の見直し 
                                                                                                         

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

２年度 ＰＤＣＡ37の徹底
に係る新たな仕組みの設
計・構築 

３年度 ＰＤＣＡの徹底
に係る新たな仕組みの設
計・構築 

・ＰＤＣＡの徹底に係る新
たな仕組みの構築（事業
進捗管理） 

・施設のあり方検討におい
て新公会計制度に基づく
コスト情報を活用 

・財務諸表のデータ活用に
よる事業評価の新たな仕
組みの構築に向けた検討
及び関係所属との調整 

達成 ４年度 フルコスト比較による
事業評価の仕組みの構築 

５年度 構築した仕組みの運用 

（理由） 

市政改革プラン 3.0の中間見
直しの結果、施策・事業の検証
と見直しにあたって、フルコス
トの把握など多様な視点で点
検・精査が行えるよう財務諸表
のデータを活用することとし
たため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 施策・事業の検証と見
直し 

・見直しが必要な施策・事
業を抽出し、費用対効果
等を検証したうえで、課
題の解決に向けた見直
しを進める。 

・運営方針に係る各所属
の実態調査の結果を踏
まえ、より効果的かつ効
率的にＰＤＣＡサイク
ルを徹底するため、運営
方針制度の運用に関す
る仕組みを再構築した。 

・施設のあり方検討にお
いて、新公会計制度に基
づくコスト情報を活用
した。 

・施策・事業の検証と見直
しにあたって、フルコス
トの把握など多様な視
点で点検・精査が行える
よう「新公会計制度」の
財務諸表のデータ活用
に向けた検討及び関係
所属との調整を行った。 

・財政状況を以
前に後戻りさ
せないことを
念頭に引き続
き取組を進め
ていく必要が
ある。 

・新型コロナウ
イルスの感染
が続く中、各
所属は保健所
応援業務等で
職員が不足し
ており、各所
属の負担が増
えないように
考慮しながら
取組を進める
必要がある。 

・各所属長マネジメントに
よる施策・事業の検証と見
直しにあたって、フルコス
トの把握など多様な視点
で点検・精査が行えるよう
「新公会計制度」の財務諸
表のデータ活用に向けた
取組を進める。（通年） 

② 各所属長のマネジメン
トによる見直し 

・予算編成時のシーリン
グの設定等により、各所
属の選択と集中を促進
する。 

・所属長マネジメントの
もと、ＰＤＣＡサイク
ルを徹底し、更なる自
律的改革に取り組むた
め、予算編成時に、シ
ーリングを設定し、各
所属の選択と集中を促
進した。 

・予算編成時のシーリング
の設定等により、各所属の
選択と集中を促進する。
（通年） 

 
37 施策・事業に必要な要素である企画（Plan）、運営（Do）、評価（Check）、改善（Action）を一貫した流れのものとして捉え、それ

らを循環させることで、以降の施策・事業の改善に結びつける手法 
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柱３-３-（２） 人員マネジメントの推進 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

技能労務職員数 元年 10
月と比較して 400 人削減
※ 

２年 10 月 ▲ 60 人（約
3,350 人） 

３年 10 月 ▲180 人（約
3,230 人） 

４年 10 月 ▲330 人（約
3,080 人） 

５年 10 月 ▲400 人（約
3,010 人） 

（元年 10 月実績 3,405
人） 

※国で議論されている定
年延長の影響を踏ま
え、再検討する。 

・３年 10 月時点 

▲204 人（3,201 人） 

達成 ４年 10 月 ▲330 人（約 3,080
人） 

５年 10 月 ▲400 人（約 3,010
人） 

（元年 10 月実績 3,405 人） 

※４年度を目途に、将来にわた
って最低限必要となる部門
ごとの技能労務職員数の精
査及び今後の採用のあり方
を定める。 

（理由） 

市政改革プラン 3.0 の中間見
直しの結果、将来の技能労務職
員数の精査及び今後の採用の
あり方の策定に向け、今後の目
標を再設定することとなった
ため。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 人員マネジメントの推
進 

・新型コロナウイルス感
染症に伴う緊急雇用対
策の一環としての臨時
的な新規採用を除き、引
き続き、退職不補充を前
提に、委託化、効率化を
図っていく。 

・労使交渉の結果を踏ま
え、事務転任制度等の見
直しを実施し、より有効
的に職員を活用してい
く。  

・新型コロナウイルス感
染症に伴う緊急雇用対
策の一環としての臨時
的な新規採用を除き、退
職不補充のうえ、委託
化、効率化を図り、適正
に人員マネジメントに
取り組んだ。 

・事務転任制度等の見直
しについて、労使交渉を
終え、実施した。 

・新型コロナウ
イルス感染症
に伴う緊急雇
用対策の一環
として、臨時
的な新規採用
を行ったが、
関係所属と連
携し、委託化、
効率化を図る
事 業 に つ い
て、引き続き
検討が必要で
ある。 

・職員の高齢化
や技術の継承
等が課題とな
っている。 

・当面の間、退職不補充を前
提に、委託化、効率化を図
り技能労務職員を削減す
る。（通年） 

・災害時対応など公の責務
を果たすという観点を踏
まえ、将来にわたって最
低限必要となる部門ごと
の技能労務職員数を精査
する。（通年） 

・職員の高齢化や技術の継
承等の課題を踏まえ、今
後の採用のあり方を検討
する。（通年） 
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柱３-３-（３） 未利用地の有効活用等 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

【売却収入額】 

２年度 60 億円 

３年度60億円(120億円) 

４年度60億円(180億円) 

５年度60億円(240億円) 

※（ ）内は累計額 

※なお、元年度の未利用
地売却額は約 60 億円
であり、こうした状況
も踏まえて目標値を設
定 

84 億円（155 億円） 

（決算見込） 

※（ ）内は累計額 

達成 ４年度 60 億円(180 億円) 

５年度 60 億円(240 億円) 

（理由） 

予定どおりに取組が進捗し
ているため変更なし 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 進捗管理と情報共有の
推進 

・精査した未利用地の状
況について、一覧を公表
する。 

・「マップナビおおさか」
を活用した未利用地の
商品化38進捗状況を掲載
して管理の徹底を図る。 

・資産流動化プロジェク
ト用地チーム（以下「用
地ＰＴ」と言う。）ヒアリ
ングにおいて、処分目途
の精査を実施する。 

 

・用地ＰＴヒアリングに
おいて、商品化作業の進
捗管理を実施するとと
もに、全未利用地を対象
に活用区分及び処分年
度の再精査を実施した。 

・精査した未利用地の状
況について、一覧表を公
表した。（９月） 

・管理徹底を図るため、
「マップナビおおさか」
に未利用地の商品化進
捗状況について掲載し
た。（９月） 

・計画的に未利
用地の売却を
進めるため、
未利用地の商
品化や事業化
の進捗管理と
情報共有の徹
底を図ってい
く 必 要 が あ
る。 

・精査した未利用地の状況に
ついて、一覧を公表する。
（８月） 

・「マップナビおおさか」に未
利用地の商品化進捗状況を
掲載して管理の徹底を図
る。（８月） 

・用地ＰＴヒアリングにおい
て、処分目途の精査を実施
する。（10 月、１月） 

② 有効活用に向けた取組
の推進 

・土壌汚染調査及び地下
埋設物調査など商品化
促進を図るための外部
発注業務の設計書作成
や検査等に対する技術
的サポートを実施する。 

・区役所が進める未利用
地を活用したまちづく

・各所属に対し、年間８
件の技術的サポートを
実施した。 

・北区における「もと救
護・更生施設大淀寮」
について、地域コミュ
ニティの将来像を見据
えた活用方針を策定し
た。（10 月） 

・平野区における「長吉

・境界確定協議
の難航等によ
り商品化に時
間を要するな
ど、未利用地
の処分促進に
係る課題の解
決に向けて、
外部有識者の
意見を徴しな
がら、長期に

・土壌汚染調査及び地下埋設
物調査など商品化促進を図
るための外部発注業務の設
計書作成や検査等に対する
技術的サポートを実施す
る。（通年） 

・区役所が進める未利用地を
活用したまちづくりに関し
て、総合的な調整や用地Ｐ
Ｔによる事前審査（フィル
タリング）により積極的な

 
38 土地の売却前に、土地の測量、隣接地との境界確定、残地物や越境物（ブロック塀等）の除去、土壌汚染や地下埋設物等の調査を

行い、売却が可能な状態にすること 
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りに関して、総合的な調
整や用地ＰＴによる事
前審査（フィルタリン
グ）により積極的なサポ
ートを実施する。 

・商品化業務にあたり、
「未利用地処分促進等
検討会議」において意見
を徴しながら、民間手法
等を取り入れた制度創
設の方向性について検
討する。 

長原東第３住宅跡地」
について、用地ＰＴに
よる事前審査（フィル
タリング）を実施し、
活用方針を策定した。
(３月) 

・商品化一括業務委託実
施の可能性について、
｢未利用地処分促進等検
討会議｣で検討を行った
結果、全ての商品化業
務を一括発注するので
はなく、登記目的の調
査を複数案件まとめる
など、可能なものは適
宜まとめて発注するこ
ととした。 

渡って未活用
となっている
未利用地の処
分、活用方法
について検討
する必要があ
る。 

サポートを実施する。（通
年） 

・「未利用地処分促進等検討
会議」において意見を徴し
ながら、長期に渡って未活
用となっている未利用地の
処分、活用方法について検
討する。（９月、３月） 

③ 貸付による有効活用の
促進 

・２年度に抽出した３年
度貸付が可能な未利用
地を公表する。 

・４年度に貸付が可能と
なる未利用地を抽出し、
用地ＰＴによる各所属
に対するヒアリングを
実施する。 

 

・２年度末時点における
貸付検討地を抽出し、
未利用地活用一覧に反
映・更新を実施した。
（９月） 

・４年度の貸付を検討す
る未利用地の抽出を行
い、用地ＰＴによるヒ
アリングを実施して精
査した。 

・これまで地域の防災拠
点等の機能を担ってお
り、今後も引き続きそ
の機能を継続する必要
がある学校跡地などに
おいて、定期借地等が
適用できるよう、有識
者会議での意見を踏ま
え、「未利用地等の活用
に伴う定期借地制度等
運用指針」の見直しを
行った。 

・商品化に時間
を要する未利
用地の有効活
用に向け、貸
付が可能な未
利用地を抽出
し、貸付によ
る有効活用の
促進を図って
いく必要があ
る。 

・見直しを行っ
た「未利用地
等の活用に伴
う定期借地制
度 等 運 用 指
針」について、
関係所属に周
知する必要が
ある。 

・３年度に抽出した４年度貸
付が可能な未利用地を公表
する。（８月） 

・５年度に貸付が可能となる
未利用地を抽出し、用地Ｐ
Ｔによる各所属に対するヒ
アリングを実施する。（10

月、１月） 

・売却が困難な学校跡地の
有効活用を図るため、関
係所属に対し、見直しを
行った「未利用地等の活
用に伴う定期借地等運用
指針」について説明会を
実施（６月）するととも
に、事案に応じて個別案
件の支援を行う。（通年） 
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柱３-３-（４）未収金対策の強化 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

・未収金残高 

２年度 635 億円 

３年度 378 億円 

※４年度以降の目標は、
単年度ごとに市債権回
収対策会議において設
定 

・未収金残高 

351 億円（決算見込） 

現年度分 106 億円 

過年度分 245 億円 

 

達成 ４年度 347 億円以下 

５年度 343 億円以下 

（理由） 

４年８月開催の市債権回収
対策会議において、３年度実績
を踏まえ、４年度目標を 373 億
円から上方修正。また、同会議
において、５年度目標を設定。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 債権別行動計画に基づ
く未収金対策の取組 

・３年１月末の未収金残
高の状況を基に出納整
理期間の取組を徹底す
るため、４月に市債権回
収対策推進会議を開催
する。 

・７月頃に各債権所管に
対し、２年度の取組実
績、３年度の目標修正の
要否、具体取組内容及び
４年度目標に係るヒア
リングを実施し、その後
も必要に応じ状況確認
や指導をするなど、年間
を通じた進捗管理を行
う。 

・８月に市債権回収対策
会議を開催し、３年度目
標の修正要否、具体取組
内容の確認及び４年度
目標を設定する。 

・２月頃に年度後半の取
組強化及び進捗管理の
ため、10 月末の未収金
残高状況に基づき、市債
権回収対策推進会議を
開催するほか、必要に応
じて市債権回収対策会
議を開催する。 

・７月末、10 月末、１月末
の未収金の削減状況を
取りまとめ、ホームペー
ジで公表する。 

・４月に市債権回収対策
推進会議を開催し、出
納整理期間の取組強化
など、未収金対策の徹
底を図った。 

・６月～７月に各債権所
管に対し、２年度の取組
実績、３年度の目標修正
の要否、具体取組内容及
び４年度目標に係るヒ
アリングを実施した。ま
た、12 月に年度途中の
進捗管理強化のために、
例年、ヒアリングの対象
外としていた債権所管
で、残高が減少しないな
ど課題のあると考えら
れる債権所管へのヒア
リングを実施するなど、
年間を通じた進捗管理
を実施した。 

・８月に市債権回収対策
会議を開催し、３年度目
標の修正、具体取組内容
の確認及び４年度目標
を設定した。 

・１月に 10 月末の未収金
残高状況に基づき、市債
権回収対策推進会議を
開催し、年度後半の取組
強化及び進捗管理を行
った。 

・７月末（10 月公表）、10 
月末（２月公表）、１月末
（３月公表）の未収金の
削減状況を取りまとめ、

・いまだ、多額
の未収金残高
が存在するた
め、引き続き、
全市的な未収
金対策に取り
組む必要があ
る。 
４年度目標の
達成に向け、
適正な債権管
理及び早期の
滞納整理等に
ついての総括
的な指導を実
施する。 

・消滅時効期間
を経過する予
定の債権に対
する適切な事
務処理を引き
続き徹底して
いく必要があ
る。 

・４年１月末の未収金残高
の状況をもとに出納整理
期間の取組を徹底するた
め、４月に市債権回収対
策推進会議を開催する。 

・７月頃に各債権所管に対
し、３年度の取組実績、４
年度の目標修正の要否、
具体取組内容及び５年度
目標に係るヒアリングを
実施する。また、未収金対
策の取組強化のため、残
高が減少しないなど課題
のあると考えられる債権
所管へのヒアリングを実
施するなどし、年間を通
じた進捗管理を行う。 

・８月に市債権回収対策会
議を開催し、４年度目標
の修正要否、具体取組内
容の確認及び５年度目標
を設定する。 

・１月頃に年度後半の取組
強化及び進捗管理のた
め、10 月末の未収金残高
状況に基づき、市債権回
収対策推進会議を開催す
るほか、必要に応じて市
債権回収対策会議を開催
する。 

・７月末、10 月末、１月末
の未収金の削減状況を取
りまとめ、ホームページ
で公表する。 

・消滅時効期間を経過する
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・消滅時効期間を経過す
る予定の債権に対する
適切な事務処理を徹底
させるべく、取組を実施
する。 

ホームページで公表し
た。 

・３年度中に消滅時効期
間を経過する予定の債
権に対する適切な事務
処理の徹底について、各
債権所管の対応状況確
認及び進捗管理（９月、
12 月、３月）を実施し
た。 

予定の債権に対する適切
な事務処理を徹底させる
べく、取組を実施する。
（通年） 

②「ＯＪＴ39による徴収事
務担当者の育成」等 

・市債権回収対策室と各
所属の徴収ノウハウの
共有化に向けて、「ＯＪ
Ｔによる徴収事務担当
者の育成」を実施する。 

・債権管理・回収業務支援
弁護士を活用した研修
会等を実施する。 

・市税の徴収ノウハウを
有する市債権回収対策
室職員によるＯＪＴ研
修を実施した。 

・前期（６月～10月） 

５所属５名 

・後期（11月～２月） ５
所属５名 

・債権管理・回収業務支援
弁護士による債権管理・
回収研修会をネット配
信型で実施した。 

・【基礎編】６月～９月
（４回実施）    

 受講者数（延べ人数） 
745 名 

・【発展編】10 月～１月
（４回実施）                   

受講者数（延べ人数） 

383 名 

・【ケーススタディ編】 

２月～３月（４回実施） 

受講者数（実人数） 

43名 

・各所属の徴収
ノウハウを向
上させ、所属
内で継承及び
蓄積されるこ
とを支援する
ため、取組を
継続する必要
がある。 

・市債権回収対策室と各所
属の徴収ノウハウの共有
化に向けて、「ＯＪＴによ
る徴収事務担当者の育
成」を実施する。（通年） 

・債権管理・回収業務支援弁
護士を活用した研修会等
を実施する。（通年） 

  

 
39 On-the-Job Training の略。職場の上司や先輩が、部下や後輩に対し、日常的に職務のあらゆる場面を通じて業務に必要な知識・

技術・技能・態度などを、計画的・継続的・反復的に指導し、習得させるもの 
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【改革の柱４】ニア・イズ・ベターの徹底 

柱４-１ 地域活動協議会による自律的な地域運営の促進 
 

３年度目標の達成状況  

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

地活協の構成団体が、地
域特性に即した地域課題
の解決に向けた取組が自
律的に進められている状
態にあると思う割合 

２～４年度 各区におい
て前年度実績以上の数値
を設定 

※市改革プロジェクトチ
ーム会議での議論の結
果、市として統一した
目標が必要であるた
め、３年度以降の目標
値を区ごとの設定から
市全体の設定に変更 

３年度 88.0% 

４年度 89.0% 

５年度 90.0% 

89.0% 

※区ごとの実績は、47 ペー
ジ「（参考）柱４－１ 地
活協による自律的な地域
運営の促進 各区状況」
参照 

達成 ４年度 89.0% 

５年度 90.0% 

（理由） 

予定どおりに取組が進捗し
ているため変更なし 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 地域の実情に即したき
め細かな支援 

・地域活動協議会40（以下
「地活協」という。）のあ
り方について、課題把握
を行い、「地域活動協議
会に対する補助金の交
付の基準に関する要綱」
の改正を行う。 

・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取
組内容を共有する。          

・地活協の活動や自律の
状況を把握し、地域カル
テ更新の支援など地活
協と課題を共有したう

・地活協の課題把握を行
い、コロナ禍における地
域活動に安心して取り
組めるよう、「地域活動
協議会に対する補助金
の交付の基準に関する
要綱」について感染防止
対策に係る改正を行っ
た。（11 月） 

・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取
組内容を共有した。 
（４月）  

・地活協の活動や自律の
状況を把握し、地域カル
テ更新の支援など地活

・コロナ禍及び
アフターコロ
ナを見据え、
地域の実情に
即したきめ細
やかな支援を
行う必要があ
る。 

・一部の区では、
子育て層やマ
ンション住民
といった地域
住民とのつな
がりが希薄な
層に対して、
地域コミュニ
ティの重要性
を認識しても
ら う と と も
に、日頃から

・引き続き、各区が取組の
進捗状況・目標達成状況
に応じて必要な対策を検
討する際に活用できるよ 
う、区長会議くらし・安
全・防災部会において、
各区の取組内容を共有す
る。（通年） 

・引き続き、各区において、
地活協の活動や自律の状
況を把握し、地域カルテ
更新の支援など地活協と
課題を共有したうえで、
区長会議くらし・安全・
防災部会において、地域
の実情に即したきめ細か
な支援を行った取組内容
を収集・共有する。（通年） 

・引き続き、区を越えた地
活協の事例共有や連携促

 
40 概ね小学校区を範囲として、地域団体やＮＰＯ、企業など地域のまちづくりに関するいろいろな団体が集まり、話し合い、協力し

ながら、様々な分野における地域課題の解決やまちづくりに取り組んでいくための仕組み 
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えで、地域の実情に即し
たきめ細かな支援を行
った取組内容を収集す
る。 

・区を越えた地活協の事
例共有や連携促進のた
めの交流の場について、
区長会議のもと実施方
法等を検証し、必要に応
じて開催する。 

・自治会・町内会への加入
を促進するため、区長会
議安全・環境・防災部会
において、各区の取組内
容を収集・共有するとと
もに、各区において広報
紙等で自治会・町内会の
活動目的や内容を発信
する。 

・一部の区では、各地活協
運営委員会や地域行事
等に参加し、引き続き地
域事情の把握に努め、各
地域の実情に沿った支
援を図っていく。 

・一部の区では、地域の状
況を把握し、支援事業者
と連携しながら、課題解
決に取り組む。 

・一部の区では、マニュア
ルの作成などを通じて
オンライン機能や操作
に習熟するよう支援す
る。 

・一部の区では、様々な広
報媒体を活用して地活
協の認知度向上に取り
組む。 

協と課題を共有したう
えで、地域の実情に即し
たきめ細かな支援を行
った取組内容を収集し
た。（３月） 

・区を越えた地活協の事
例共有や連携促進のた
めの交流の場について、
区長会議のもと実施方
法等を検証し、必要に応
じて開催した。（２月） 

・自治会・町内会への加入
を促進するため、区長会
議安全・環境・防災部会
において、各区の取組内
容を収集・共有するとと
ともに、各区において広
報紙やホームページ等
により、自治会・町内会
の活動目的や内容を発
信したほか、チラシを作
成し、配布した。（通年） 

・一部の区では、実施され
た各地活協運営委員会
や地域行事等について
は、参加して地域事情を
把握し、各地域の実情に
沿った支援を図った。 

・一部の区では、全地域に
ヒアリングを行い、新型
コロナウイルス感染症
の拡大防止を考慮した
活動への検討を行った。 

・一部の区では、Zoom で
広報研修会を開催し、コ
ロナ禍での広報活動に
ついて情報共有した。
（３月） 

・一部の区では、広報紙、
ＳＮＳ、チラシ配布等に
より地活協の活動につ
いて情報発信した。 

の身近なつな
がりづくりに
向けた継続的
な取組が必要
である。 

進のための交流の場につ
いて、区長会議くらし・
安全・防災部会のもと実
施方法等を検証し、必要
に応じて開催する。 
（通年） 

・引き続き、自治会・町内
会への加入を促進するた
め、区長会議くらし・安
全・防災部会において、
各区の取組内容を収集・
共有するとともに、各区
において広報紙等で自治
会・町内会の活動目的や
内容を発信する。（通年） 

・一部の区では、コロナ禍
においても実施可能な地
域活動についてできるだ
け行えるようにオンライ
ンの活用や他の地域の好
事例等の情報を集めて提
供するなどの地域活動支
援を行う。（通年） 

・一部の区では、防災を切
り口にマンション住民や
子育て層といった第一層
41へのアプローチを強化
する。（通年） 

② 地活協の意義・求めら
れる機能の理解促進 

・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取

・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取
組内容を共有した。 
（４月） 

・地活協の意義・
求められる機
能の理解促進
に向けて、継
続して職員の
理解促進を図
る 必 要 が あ
る。 

・引き続き、各区が取組の
進捗状況・目標達成状況
に応じて必要な対策を検
討する際に活用できるよ
う、区長会議くらし・安
全・防災部会において、
各区の取組内容を共有す
る。（通年） 

 
41 地域活動の対象範囲を表した表現で、第一層とは「自治会・町内会単位」をさしている。なお、平成 29年１月にまとめられた

「区政の検証」では、第一層のほかに、第二層を「校区等地域単位」、第三層を「区単位」としている。 
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組内容を共有する。     

・地活協の意義や求めら
れる機能の促進に向け
て、職員の理解を深める
取組を行う。 

・一部の区では、各種会議
等の場において、説明強
化を図る。 

・一部の区では、新型コロ
ナウイルス感染症の影
響により理解促進を働
きかける場が少なくな
ることを想定し、書面配
付した場合でも、より理
解が深められるよう、資
料を改善する。 

・一部の区では、地活協の
認知度向上や地活協の
意義や求められる機能
について理解が深まる
よう、より積極的な働き
かけや効果的な広報に
取り組む。 

・市民協働職員研修にお
いて、地活協の意義や地
活協に求められる準行
政機能や総意形成機能
42についての理解を深
める研修を行った。 
（５回、４～７月） 

・一部の区では、・準行政
機能・総意形成機能の説
明したリーフレットを
作成し、地活協補助金説
明会等の場において、運
営委員や役員へ説明を
行い、地活協の意義・機
能についての認識の向
上を図った。 

・一部の区では、コロナ禍
で中止となった「補助金
決算説明会」では、特に
重要な点を強調して記
載する形に改善したわ
かりやすい資料を全地
域へ配付することによ
り地活協の意義等につ
いて理解を促した。「補
助金予算説明会」の場で
は、地活協補助金の取扱
いに係る年間スケジュ
ールや提出書類の記載
例を丁寧に説明した。ま
た、事業書（計画・報告）
や収支書（予算・決算）
も可能な限りプルダウ
ンで選択できる等、より
簡単に活用できるよう
データ作成し地域へ提
供した。 

・一部の区では、地活協会
長会及び地活協情報共
有会等にて説明を行っ
た。 

・一部の区では、広報紙に
より区民に対して地活
協の活動等を周知した。 

・一部の区では、
コロナ禍で地
域活動が制限
され、地域活
動への参加を
呼びかける機
会が少なくな
っている中、
工夫を凝らし
た情報発信を
する必要があ
る。 

・引き続き、地活協の意義
や求められる機能の促進
に向けて、職員の理解を
深める取組を行う。 

（通年） 

・一部の区では、地域住民
に対する地活協の理解度
促進に向けた取組とし
て、地活協に関する情報
発信を積極的に進めるた
め、ホームページやＳＮ
Ｓ等を活用した情報発信
の強化に向けた支援を実
施する。（通年） 

・一部の区では、地活協の
役員・構成団体の方を対
象に地活協の意義・機能
を定期的に伝える。 

（年１回） 

③ 区の状況に応じた支援
の実施 

・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取

・各区が取組の進捗状況・
目標達成状況に応じて
必要な対策を検討する
際に活用できるよう、区
長会議安全・環境・防災
部会において、各区の取
組内容を共有した。 

・一部の区では、
地域の ＩＣＴ
45 環境整備に
向けて、ＳＮ
Ｓや Web 会議
の活用に向け
事例紹介する
が、実際の活

・引き続き、各区が取組の
進捗状況・目標達成状況
に応じて必要な対策を検
討する際に活用できるよ
う、区長会議くらし・安
全・防災部会において、
各区の取組内容を共有す

 
42 校区等地域の将来像や、住民の様々な意見の調整・取りまとめを行う機能のこと 
45 Information and Communication Technology の略。コンピュータやインターネットなどの情報通信技術のこと 
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組内容を共有する。 

・各区まちづくりセンタ
ー43等44の支援内容・支
援手法について全区で
共有する。 

・各区まちづくりセンタ
ー等と連絡調整会議を
開催し、事例共有や市民
局事業のメニューに係
る有用性等を紹介する
機会を設ける。 

・一部の区では、アンケー
トで地活協の意義や趣
旨に理解を示す企業や
ＮＰＯに対し、積極的に
働きかけを行うことで
具体的な連携につなが
るよう取組を進める。 

・一部の区では、地域担当
職員が地域情報や課題
を把握し、地活協の活動
支援を継続し、課題解決
に向けて地域と情報共
有を行っていく。 
また、感染症対策を充分
に行いながら事業を実
施し、オンラインを取り
入れるなど、実施方法を
工夫できるよう支援す
る。 

・一部の区では、まちづく
りセンター等と連携し
て、地域実情を把握しな
がら地域が自律的に取
り組めるよう持続的な
活動のための財源確保
の手法としてのＣＢ／
ＳＢの取組を支援する。                                                    

（４月） 

・各区まちづくりセンタ
ー等の支援内容・支援手
法について全区で共有
した。（３月） 

・各区まちづくりセンタ
ー等と連絡調整会議を
開催し、事例共有や市民
局事業のメニューに係
る有用性等を紹介する
機会を設けた。（11 月） 

・一部の区では地域、専

門学校、社会福祉法人

と連携し、小学校の児

童が絵をかいて地元の

高齢者（特養ホーム入

居者など）が色を塗る

「つながる、塗り絵」

展を開催した。 

・一部の区では、各地活協
運営委員会などに出席
し、地域情報の把握に努
めるとともに、個別の事
業における運営方法の
相談や、新しい担当者へ
の会計支援などを実施
した。 

・一部の区では、コミュニ
ティ回収に関心がある
地域に対して、導入に関
するアドバイス等の支
援に取り組んだ。（１地
域で起業） 

動場面で、身
近に便利さを
体感すること
がないため導
入に結びつか
ない。 

・一部の区では、
コロナ禍で中
止・休止とな
っている地域
活動の再開に
向け、課題の
洗い出しや具
体手法の提案
等の支援を継
続して実施す
る 必 要 が あ
る。 

る。（通年） 

・引き続き、区長会議くら
し・安全・防災部会にお
いて、各区まちづくりセ
ンター等の支援内容・支
援手法について全区で共
有する。（通年） 

・引き続き、各区まちづく
りセンター等と連絡調整
会議を開催し、事例共有
や市民局事業のメニュー
に係る有用性等を紹介す
る機会を設ける。（通年） 

・一部の区では、地域のニ
ーズに応じて、地域の Ｉ
ＣＴ 活用の機運を高め
ることができるよう、Ｓ
ＮＳでの情報発信やオン
ライン会議など身近な体
験会の開催や様々な事例
紹介を行う。 

・一部の区では、感染症対
策をしっかりと行いなが
ら事業を再開できるよ
う、他地域の事例を収集
して情報提供を行うとと
もに、事業の実施手法や
感染拡大防止策について
具体的な提案を行う等継
続した支援に取り組む。
（通年） 

  

 
43 まちづくりセンター：「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」の実現に向けて、市民による自律的な地域運営を積極的に支

援することを目的としている機能や体制などの総称 
44 まちづくりセンター等：まちづくりセンター設置当初は本市からの外部委託であったが、現在では、本市の会計年度任用職員によ

る支援を行う区もあることから、「等」と表記している。 
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柱４-２ 区ＣＭ制度の趣旨を踏まえたルールや制度の適切な運用の徹底 
 

３年度目標の達成状況  

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

①－１ 関係所属におい
て区ＣＭ46事業のＰＤＣ
Ａ47が適切に行われ、制
度の趣旨に即した運用が
徹底されていると評価し
ている区長（区ＣＭ）の割
合 

24 区中 

２年度 21 区長 

３年度 23 区長 

４年度 23 区長 

５年度 24 区長 

24 区長 達成 ４年度 24 区長 

５年度 24 区長 

（理由） 

３年度実績が４年度目標を
上回ったため、４年度目標を上
方修正する。 

①－２ ニア・イズ・ベタ
ー48の徹底の観点から、区
ＣＭ権限等が適切に整理
されていると考える区長
（区ＣＭ）の割合 

24 区中 

２年度 21 区長 

３年度 24 区長 

４年度 24 区長 

５年度 24 区長 

23 区長 未達成 ニア・イズ・ベターの徹底の観
点から、区ＣＭ権限等の整理や
区・局の連携の推進が適切に図
られていると考える区長（区Ｃ
Ｍ）の割合 

４年度 23 区長 

５年度 24 区長 

（理由） 

市政改革プラン 3.0 の中間見
直しの結果、「取組内容②区Ｃ
Ｍが決定権を有しない基礎自
治に関わる局の施策・事業に係
る区・局の連携の推進」を新設
したことに伴い、今後の目標を
再設定することとなったため 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 区ＣＭ制度の趣旨に即
した運用の徹底に向け
た区ＣＭ事業のＰＤＣ
Ａサイクルによる事業
監理の強化及び区ＣＭ
の権限等の整理 

・区長会議において、成果
指標測定のためのアン
ケートにおける各区長

・区長会議において、「区
ＣＭ事業のＰＤＣＡ」の
仕組みの運用状況につ
いて振り返り、その結果
を関係所属に周知する
とともにその実践の徹
底を図った。 

・区長会議において、区Ｃ
Ｍ事業の関係所属職員

・４年度の目標
達成に向けた
課題を洗い出
し、その解決
に向けて取組
を進める必要
がある。 

・今後、区・局の
一体的な行政

・区長会議において、成果
指標測定のためのアンケ
ートにおける各区長（区
ＣＭ）の意見等を踏まえ、
４年度の目標達成に向け
た課題を洗い出し、その
解決に向けて取組を進め
る。（通年） 

 
46 地方自治法上、「区長」は「区役所の長」であり、局の事務を所掌できないことになっていることから、現行の政令指定都市制度

のもとで、区の区域内における各局の基礎自治に関する業務を横断的に総括し、局長以下を指揮監督する職として、24 の「区シ

ティ・マネージャー（区ＣＭ）」職を設置し、24 区長をもって充てる（兼務する）旨を大阪市の事務分掌規則に定めている。 
47 施策・事業に必要な要素である企画（Plan）、運営（Do）、評価（Check）、改善（Action）を一貫した流れのものとして捉え、それ

らを循環させることで、以降の施策・事業の改善に結びつける手法 
48 住民に近いところで行われる決定ほど望ましい、という地方分権の基本的な考え方 
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（区ＣＭ）の意見等を踏
まえ、３年度の目標達成
に向けた課題を洗い出
し、その解決に向けて取
組を進める。 

に対するｅラーニング
を実施するとともに分
析・検証を行い、その結
果を関係所属に対して
フィードバックした。 

・区長会議において、２年
度に整理を図った区長
（区ＣＭ）の権能のあり
方を踏まえ、区・局の連
携に係る実践に取り組
むとともに、仕組みとし
ての定着をめざして取
組状況の振り返りを行
った。 

運営をより一
層促進し、ニ
ア・イズ・ベタ
ーの更なる徹
底をめざして
いく必要があ
る。 

・人口減少社会
の 観 点 も 含
め、将来的な
24 区のあり方
の検討が必要
である。 

  ② 区ＣＭが決定権を有し
ない基礎自治に関わる
局の施策・事業に係る
区・局の連携の推進 

・区ＣＭが決定権を有しな
い基礎自治に関わる局の
施策・事業に、課題の把
握、意思形成の初期の段
階から区長会議が関与す
る新たな方針を定めて連
携を推進する。（通年） 

③ 行政区の今後のあり方
の検討 

・行政区の今後のあり方に
ついて、議会での議論を
踏まえ、区長会議、関係
局連携のもと検討を進め
る。（通年） 
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柱４-３ 区役所業務の更なる標準化の推進 
 

３年度目標の達成状況  

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

２年度 

・標準化49の計画策定 

・１年目の標準化計画達成 

３年度 

・２年目の標準化計画達成 

４年度 

・３年目の標準化計画達成 

５年度 

・標準化計画により標準化
した業務のモニタリング
が行われている状態の確
立 

・２年目の標準化計画達成 達成 ４年度 ３年目の標準化計画達
成 

５年度 標準化計画により標準
化した業務のモニタリングが
行われている状態の確立 

（理由） 

予定どおりに取組が進捗し
ているため変更なし 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 区役所業務における業
務改善のベストプラク
ティスをもとにした
24 区の標準化と、更な
る改善を継続的に行っ
ていく仕組みの構築 

・プランに掲げる対象と
する区役所業務に係る
改善本部のもと、区ごと
に異なる事情や各区独
自で採用している手法
などについて、各区及び
関係所属の意見を十分
に聴取・考慮しつつ、標
準化計画に沿って２年
目の取組を進めていく。 

・区長会議福祉・健康部会
では、改善本部において
審議の結果、対応を必要
とした案件について、全
件対応されたことを確
認した。 

・区長会議こども・教育部
会では、改善本部におい
て、保育施設等一斉入所
のオンライン予約を全
区で開始し、事後検証の
結果明らかになった課
題と、更なる機能の向上
について、態勢を整えた
ことを確認した。 

・改善本部のもと、策定し
た標準化計画に沿って
２年目の取組を実施し
た。 

・国の標準準拠
システムの影
響を受ける一
部の業務につ
いては、今後
の自治体情報
システム標準
化の進捗状況
に応じて取組
を進める必要
がある。 

・国の標準準拠システムの
進捗状況に応じて、プラ
ンに掲げる対象とする区
役所業務に係る改善本部
のもと、各区及び関係所
属の意見を十分に聴取・
考慮しつつ、標準化計画
に沿った３年目の取組を
進めていく。 

  

 
49 作業要領書などの整備を徹底し、作業効率を向上させるとともに、担当者間ムラ及び変化点（引継ぎや制度改正など）リスクの低

減を図ること 



43 

 

【改革の柱５】人材育成・職場力の向上 

柱５‐１ 次代を担う職員の育成 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

「状況に応じて、リーダ
ーシップを発揮してい
る」かつ「困難な問題にも
積極的にチャレンジし、
自己成長につなげたい」
に、「思う」と回答した職
員の割合 

２年度 10％ 

３年度 10％ 

※４年度以降の目標は、
３年度の進捗状況を踏
まえて設定 

12.2％ 達成 キャリアデザインシートにお
いて「状況に応じて、リーダー
シップを発揮している」かつ
「困難な問題にも積極的にチ
ャレンジし、自己成長につなげ
たい」に、「思う」「やや思う」
と回答した係長級以上の職員
の割合 

４年度 58％ 

５年度 60％ 

キャリアデザインシートにお
いて「組織から求められる役割
を理解している」かつ「困難な
問題にも積極的にチャレンジ
し、自己成長につなげたい」に、
「思う」「やや思う」と回答した
係員の割合 

４年度 77％ 

５年度 80％ 

（理由） 

市政改革プラン 3.0 の中間見
直しに基づき、職位ごとに求め
られる能力にあわせて目標を
再設定した。 

 

３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 自主的・主体的にリー
ダーシップを発揮でき
る職員の育成・支援 

・自己啓発講座にリーダ
ーシップに関連するカ
リキュラムを加え、取組
を強化する。 

・民間企業派遣研修につ
いて、更なる拡充に取り
組む。 

・リーダーシップに関連
する自己啓発講座につ
いては新型コロナウイ
ルス感染症の影響によ
り実施できなかったが、
各階層別研修において
リーダーシップを発揮
するために必要なカリ
キュラムを実施した。 

・４年度からの民間企業
派遣先を拡充するとと
もに、新たに民間企業か
ら本市への受け入れの
開始に向けた環境を整
備した。 

・引き続き、自主
的・主体的に
行動すること
ができる職員
や複雑化・多
様化する行政
課題にも対応
できる専門性
やチャレンジ
精神のある職
員を育成・支
援する必要が
ある。 

 

・自己啓発講座の開催回数を
増やす等、自主的・主体的
に行動できるよう、幅広い
視野や多様な知識を身に付
ける機会を提供するととも
に、各階層別研修の内容の
改善も行い取組を強化す
る。 

・民間企業との人事交流研修
（旧民間企業派遣研修）を
拡充し、若年層職員の計画
的な育成・支援をさらに推
進する。 
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② 各所属における職員の
専門性の向上 

・各所属に対して、コンテ
ンツの内容の充実や受
講対象者の絞り込みを
促すなど、質の向上に取
り組む。 

・e ラーニングシステム
により研修を実施する
各所属に対して、受講
対象者の範囲や研修内
容のヒアリングを行い
精査を促し、コンテン
ツの質の向上を図っ
た。 

・各所属と連携し、e ラーニ
ングの手法も活用しなが
ら、ＩＣＴに関する研修
等を実施し専門性の向上
に取り組む。 

③ 職員による改善、問題
解決や新たなチャレン
ジを促す仕組みの構築 

・各所属・組織における業
務改善や問題解決に資
する取組事例・手法（改
善ツール等）について、
全ての職員が活用でき
るよう整理し、庁内で共
有する仕組みを充実す
る。 

・引き続き、様々な課題に
積極的にチャレンジす
る組織風土を醸成する
ための仕組みを検討す
る。 

・全所属の係長・係員を
対象に「問題解決研修
（本編・参考事例編）」
（e ラーニング）を実施
した。 

・様々な課題に積極的に
チャレンジするための
組織風土を醸成するた
めの仕組みを検討し
た。 

・業務改善や問題解決に資
する取り組み事例や手法
について、職員向け e ラー
ニング等により情報発信
及び研修を実施する。（通
年） 

・引き続き、様々な課題に積
極的にチャレンジする組
織風土を醸成するための
仕組みを検討する。 
（通年） 
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【改革の柱６】働き方改革 

柱６-１ 働き方改革の推進 
                                                                                                           

３年度目標の達成状況 

目標 ３年度実績 
３年度目標 
の評価 

４年度以降目標 
（設定・変更等） 

【長時間労働の是正】 

・職員１人あたりの時間
外勤務の年間平均時間
数 

 ２～５年度 

 各年度 124 時間以下 

 

 

・職員１人あたりの年次
休暇の年間平均取得日
数 

 ２～５年度 

 各年度 16 日以上 

 

 

【仕事と生活の両立】 

・男性職員の育児休業等
取得率 

 ２年度 13.0％ 

３年度以降 30.0％ 

 

 

 

・管理職に占める女性職
員の割合（事務系） 

 ２年度 

 課長級以上 20.0％ 

 係長級以上 30.0％ 

 

３年度以降 

 課長級以上 20.0％ 

 係長級以上 30.0％ 

 

※３年度以降の目標数値
は「特定事業主行動計
画・後期計画期間」の目
標数値であり、計画期
間は３年４月～８年３
月となっているため、
この期間において取り
組む目標である。 

 

・職員１人あたりの時間外
勤務の年間平均時間数 

 135 時間 

 

 

 

・職員１人あたりの年次休
暇の年間平均取得日数 

 15.8 日  

 

 

 

 

・男性職員の育児休業等取
得率 

 28.8% 

 

 

 

 

・管理職員に占める女性職
員の割合（事務系） 

 課長級以上 18.9% 

 係長級以上 28.1% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未達成 ４年度 抜本的な働き方改革の
実現に向けた実施方針の策定 

（理由） 

 市政改革プラン 3.0 の中間見
直しの結果、抜本的な働き方改
革の実現に向け、将来を見据え
た目標を策定することとした
ため 

※５年度の目標は、４年度に策
定する実施方針を踏まえて
策定 
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３年度取組の実施状況 

３年度の取組内容 
３年度の主な 
取組実績 

課題 
４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

① 長時間労働の是正 

・引き続き、時間外勤務の
上限規制を踏まえて、新
たに導入するＰＣログ
管理支援システムを活
用しながら管理の徹底
を図るとともに、モニタ
リングを実施するなど
により、長時間労働の是
正に向けて取り組む。 

・ＰＣログ管理支援シス
テムを活用しながら管
理の徹底を図るととも
に、各所属の時間外勤務
の状況に応じてヒアリ
ングを実施するなど、長
時間労働の是正を図っ
た。 

・様々な先行事
例も参考にし
ながら、個々
の職員及び職
場の生産性を
向上させ、大
阪市を取り巻
く様々な情勢
の変動にも柔
軟に対応でき
る変化に強い
組織づくりに
つなげていく
必要がある。 

・引き続き、時間外勤務の上
限規制を踏まえて、ＰＣロ
グ管理支援システムを活
用しながら管理の徹底を
図るとともに、モニタリン
グを実施するなどにより、
長時間労働の是正に向け
て取り組む。（通年） 

② 働きやすい職場環境づ
くりの取組 

・引き続き、研修の実施や
制度の周知及び既存制
度の利便性の向上など
により、働きやすい職場
環境づくりを推進する。 

・階層別研修のほか、引
き続き「女性職員の多
様な働き方を考えるコ
ラム」の発行・周知を
行うなど、働きやすい
職場環境づくりに取り
組んだ。 

・引き続き、研修の実施や制
度の周知及び既存制度の
利便性の向上などにより、
働きやすい職場環境づく
りを推進する。（通年） 

③ 柔軟な働き方の推進 

・テレワーク50、時差出勤、
休憩時間などの各種制
度による柔軟な働き方
の更なる推進に努める
とともに、関係所属と連
携しながら、全庁横断的
な取組の検討を進める。 

・テレワーク等の各種制
度による柔軟な働き方
の推進に取り組むとと
もに、関係所属による
ワーキンググループを
開催し、職員の意識調
査を行うなど、全庁横
断的な取組に向けた検
討を行った。 

・テレワーク等の各種制度
による柔軟な働き方の更
なる推進に取り組むとと
もに、全庁横断的な取組
を行うためのプロジェク
トチームを設置し、大阪
市役所のあるべき働き方
の絵姿を示す。（通年） 

 

④ コミュニケーション活
性化・ムダ取りのため
のオフィス改革 

・テレワークのより一層
の推進及びオンライン
によるコミュニケーシ
ョンの活性化に向け、次
の取組を進める。 
Teams会議の活用事例、
テレワーク推進にあた
っての取組事例等を庁
内ポータル等で情報発
信し、先行事例等の横展
開を推進する。 

・テレワーク推進に係る
課題整理のためアンケ
ートを実施した。（４月、
１月） 

・テレワーク推進員意見
交換会を開催し、アンケ
ート結果を基に課題整
理を行い、改善策を策定
した。（４月、10 月、12
月、２月） 

・室内の取組、アンケート
による効果検証結果等
を取りまとめ、庁内ポー
タルにて公表した。 
（３月） 

・テレワークの
推進に向けた
取組を継続し
つつ、フリー
アドレス 51や
オープンオフ
ィス 52が新型
コロナウイル
ス感染症の感
染拡大に繋が
ることのない
よう感染状況
を踏まえたう
えで、取組を
進める必要が
ある。 

・新型コロナウイルス感染
症の感染状況を踏まえた
うえで、それぞれの職場
実態に応じた取組を進め
る。 

各所属におけるフリーア
ドレス及びオープンオフ
ィスの導入状況を調査
し、課題や効果等の検証
を行う。（通年） 

  

 
50 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した、場所や時間にとらわれない柔軟な働き方のこと 
51 職場で従業員の席を固定せず、空いている席を自由に使う制度 
52 隔たりのない広い事務室で、大勢の職員が働く職場環境 
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88.0％ 

（参考）柱４-１ 地域活動協議会53による自律的な地域運営の促進 各区状況 
 

【各区における３年度実績】 

目標指標：地活協の構成団体が、地域特性に即した地域課題の解決に向けた取組が自律的に進められて

いる状態にあると思う割合 

３年度目標：市全体で 88.0％ 

市全体の３年度実績：89.0％（目標達成） 

 区ごとの３年度実績 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
53 概ね小学校区を範囲として、地域団体やＮＰＯ、企業など地域のまちづくりに関するいろいろな団体が集まり、話し合い、協力し

ながら、様々な分野における地域課題の解決やまちづくりに取り組んでいくための仕組み。以下、「地活協」と表記する。 
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３年度取組の実施状況 

取組①「地域の実情に即したきめ細かな支援」 

 
３年度の取組内容 

３年度の主な 

取組実績 
課題 

４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

北区 

・コロナ禍でも地域
内で情報共有で
きるようにビデ
オ会議などの場
の提供支援と合
わせて、地域ごと
に人口動態など
の地域特性や地
域課題、地活協の
運営上の課題や
活動状況などに
ついて、客観化・
明確化するため
の地域カルテの
更新支援を行い、
地活協と認識共
有する。 

・地域活動連絡会議
をWebを活用し
て開催し、また定
期的にTeamsを
活用した接続支
援や情報共有等
の場として、「ま
ちセンオンライ
ンルーム」を開設
し、コロナ禍にお
いても地域情報
や地域毎の課題
を共有できる体
制が構築でき、地
域カルテ更新支
援に繋げること
ができた。 

・全地域がWeb会議
に対応できる体
制が構築されて
おらず、継続した
支援が必要であ
る。 

・コロナ禍で地域活
動が停滞し、これ
まで中心的な役
割を担ってきた
地域住民のモチ
ベーションの低
下が顕著となり、
地域活動の再開
や継承が危ぶま
れる状況となっ
ている。 

・「まちセンオンライン
ルーム」の定期開催
を継続し、各地域で
のWeb会議開催支援
や情報共有を行う。 

（通年） 

・地域住民と地域活動
の担い手の方々が共
に取り組める事業と
して、感謝メッセー
ジを持った人を写し
た写真を10万枚収集
し、ギネス世界記録
に挑戦する事業を企
画することで、地域
のつながりづくりの
支援を行う。（通年） 

都島区 

・地域カルテ講習会
を地域や対象者
を細分化して行
うなど、きめ細や
かな支援を実施
する。 

・各地域の支援ニー
ズ調査を実施し、
地域ごとのニー
ズに応じた支援
を実施した。 

・具体的な支援例と
して、オンライン
の活用の推進を
めざしたLINE教
室やZoom講習会
の実施や、地域の
補助金事務の効
率化を目的とし
た地活協補助金
講習会を実施し
た。 

・地域により、支援
ニーズの違いは
あるが、自律的な
地域運営に不可
欠な会計事務（地
活協補助金事務
含む）の自律が進
んでいない地域
が多く、当該事務
に対するより一
層の支援が必要
である。 

 

・全地域の会計担当者
を対象とした会計事
務説明会を実施し、
各地域間での情報共
有を図るほか、地域
担当者の横のつなが
りづくりの支援も行
う。（通年） 

 

福島区 

・コロナ禍の状況を
見極めつつ、地域
と新型コロナウ
イルス感染症対
策などの情報提
供・共有を図り、
活動再開に向け
ての問題点や対
応を検討する。 

・地域実情に合わせ
てＳＮＳ等を活
用した情報発信
の効果的な支援
を行う。 

・まちづくりセンタ

・活動再開に向けて
、他地域や他区の
感染対策事例集
を作成し全地域
へ提供した。 

・ホームページ更新
頻度が低くなっ
た地域へ、自律的
なホームページ
更新が確認でき
るまで支援を継
続した。 

・区社会福祉協議会
とのWeb会議を
行う等、実践的な

・新型コロナウイル
ス感染症の影響
により活動が不
定期となり、これ
まで活動してき
たスタッフの方
のモチベーショ
ンの維持・向上が
困難である。 

・新たな担い手（増
員）よりも高齢化
によるスタッフ
の減員が多く、実
施体制について
の再検討が必要

・新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防
止に配慮しつつ、地
域活動が円滑に行わ
れるように支援方法
を検討する。（通年） 

・ＳＮＳ活用の環境整
備支援やわかりやす
い活用説明書を作成
して地域の理解を深
めるなど、地域実情
に合わせてＳＮＳ等
を活用した効果的な
情報発信の支援を行
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54 まちづくりセンター：「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」の実現に向けて、市民による自律的な地域運営を積極的に支

援することを目的としている機能や体制などの総称 
55 まちづくりセンター等：まちづくりセンター設置当初は本市からの外部委託であったが、現在では、本市の会計年度任用職員によ

る支援を行う区もあることから、「等」と表記している。 

ー54等55による地
活協への支援の
効果検証に基づ
き、地域の実情に
即した最適な支
援を行う。 

・地活協の認知度向
上を図るため、ホ
ームページや広
報紙で年２回以
上ＰＲを行う。 

支援を行った。 

・まちづくりセンタ
ーの支援に関す
るアンケートを
行い、その評価と
これまでの支援
効果検証に基づ
き、支援内容の改
善を行った。 

・地域実情に応じ、
コロナ禍での総
会の書面決議支
援や会計・広報な
ど、分野ごとに強
弱をつけた支援
を行った。 

・マンション住民を
対象とした講習
会において、地活
協の活動を紹介
し、つながりづく
りを行った。 

・ホームページや広
報紙を通じて、年
２回以上、地活協
のＰＲを行った。
また、地活協専用
ラックや庁舎内・
駅掲示板にチラ
シの掲出と配架
を行った。 

になっている。 う。（通年） 

 

此花区 

・各地活協運営委員
会や地域行事等
に参加し、引き続
き地域事情の把
握に努め、各地域
の実情に沿った
支援を図ってい
く。 

・地活協の活動を広
く区役所・まちづ
くりセンターや
区社協と連携・情
報共有する。 

・地活協の新たな課
題を見極め、地域
カルテに盛り込
むなどカルテの

・実施された各地活
協運営委員会や
地域行事等につ
いては、参加して
地域事情を把握
し、各地域の実情
に沿った支援を
図った。 

・区役所・まちづく
りセンターや区
社協と連携・情報
共有し、地域事情
の把握に努めた。 

・地域カルテの更新
を進め、アフター
コロナの活動の
多様化について、

・この２年間の新型
コロナウイルス
による行動制限
等により、活動の
自粛が余儀なく
されており、会議
や地域活動の再
開に向けた支援
が必要である。 

・安全に活動を行うた
めの感染拡大防止方
法等についての相談
支援を実施する。ま
た、コロナ禍におけ
る会議開催のためオ
ンラインの活用につ
いてきめ細かい支援
を実施し、多くの参
加を促す。（通年） 
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更新を進め、地活
協と認識を共有
する。 

地活協と認識を
共有した。 

中央区 

・地域活動などに関
する情報を広報
紙等に掲載する。 

・地域情報などをT
witterで発信す
る。 

・新築マンションの
住民に対する地
域活動参加に向
けた啓発を行う。 

・各地域の課題解決
に向けた地活協
の取組を広報紙
に毎月掲載した。
（12回） 

・区庁舎に「地活協
コーナー」を設け
、地活協の活動紹
介パネルを掲示
した。 

・防災訓練などの地
域情報を随時 Tw
itterで発信した。 

・マンション等の建
築段階から地域
との関係をつく
るために作成し
たガイドライン
を活用し、住民と
地域をつなぐ取
組を支援した。 

・転出入が多く、居
住年数の浅いマ
ンション住民層
では、地域とつな
がりにくい状況
となっている。 

・若い世代に対し、
つながりづくり
の大切さの啓発
や地域活動への
関心を持っても
らえるきっかけ
となる周知が十
分でない。 

・広報紙に、地域活動に
関わる記事を掲載す
る。（下期） 

・区庁舎１階の「地活協
コーナー」に、地活協
の活動紹介パネルや
イベントチラシなど
を掲示する。（通年） 

・様々な地域情報をTw

itterで発信する。 

（通年） 

・左記ガイドラインを
活用し、住民と地域
をつなぐ取組を支援
する。（通年） 

・地域活動参加へのき
っかけづくりの一環
として、防災講演会
や防災訓練計画作成
などの「マンション
防災」の取組を支援
する。（通年） 

西区 

・区役所とまちづく
りセンターとの
連携による地活
協の活動状況等
の把握や、自治会
や町内会など地
縁型団体の活動
状況について、活
動主体と連携し
て広報紙・ホーム
ページ等を通じ
て区民に広報し、
活動目的の周知
や活動への参加
を呼びかける。 
（15回以上） 

・日々におけるまち
づくりセンター
との連携による
地活協の活動状
況や各地活協に
おける自律度の
状況等の把握を
行い、さらに自治
会や町内会、子ど
も会など地縁型
団体の活動状況
について、活動主
体と連携して広
報紙・ホームペー
ジ等を通じて区
民に広報し、活動
目的の周知や活
動への参加を呼
びかけた。 
（通年：17回） 

・町会加入促進チラ
シを発行した。 
（４年３月） 

― ・自治会や町内会、子ど
も会など地縁型団体
の活動状況について
、活動主体と連携し
て広報紙・ホームペ
ージ等を通じて区民
に広報し、活動目的
の周知や活動への参
加を呼びかける。 

（通年：15回以上） 

港区 

・コロナ禍における
各地域の活動状
況を把握し情報

・定期的にまちづく
りセンターと地
域に関する情報
共有や適切な支

・２年続くコロナ禍
における地域活
動の停滞、並びに

・コロナ禍でも実施し
ている地域の事業方
法を他地域にも情報
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56 地域活動の対象範囲を表した表現で、第一層とは「自治会・町内会単位」をさしている。なお、平成 29年１月にまとめられた

「区政の検証」では、第一層のほかに、第二層を「校区等地域単位」、第三層を「区単位」としている。 

共有するととも
に、適切な感染防
止対策を講じな
がら活動再開が
できるよう地域
スタッフへアド
バイスしながら
地域実情に即し
た支援を行う。 

・地活協の活動拠点
となる施設のネ
ットワークの構
築や導入器材の
検討など、オンラ
イン環境の整備
向けた支援を行
う。 

・マニュアルの作成
などを通じてオ
ンライン機能や
操作に習熟する
よう支援する。 

・様々な広報媒体を
活用して地活協
の認知度向上に
取り組む。 

・日常的な地域活動
支援を行う中で
自治会・町内会単
位（第一層56）の活
動に関する情報
を収集するとと
もに、広報紙等で
第一層の活動に
対する支援につ
いて情報発信す
る。 

・地域と他の活動主
体の課題やニー
ズを把握し、連携
によるメリット
が双方に実感さ
れるよう相互調
整や連携創出に
向けた支援を行
う。 

援手法について
検討し、コロナ禍
でも活動しやす
い形態へ事業を
変更するなどの
地域実情に即し
た支援を行った。 

・コロナ禍でも地域
で情報共有が可
能となるよう、各
会館のオンライ
ン環境整備とそ
の使用方法の支
援を行った。 

・Zoomで広報研修
会を開催し、コロ
ナ禍での広報活
動について情報
共有した。（３月） 

・広報紙、ＳＮＳ、
チラシ配布等に
より地活協の活
動について情報
発信した。 

・第一層支援として
、マンションコミ
ュニティの構築
に向け、関心の高
いと思われる防
災を切り口にし
たイベントを開
催した。（12月） 

・地域貢献の一環で
実習を行いたい
学生を抱える専
門学校と、地域活
動に有益な機会
となると考える
地域とのマッチ
ングを企画、サポ
ートするなどの
支援を行い、地域
貢献実習につな
げた。 

地域活動再開に
向けた地域スタ
ッフのモチベー
ション確保を図
る必要がある。 

・会計担当者などの
一部はオンライ
ンの利用は慣れ
てきたが、その他
地域スタッフは
未だ機能や操作
の習熟が十分で
ない。 

・自治会・町内会単
位（第一層）の活
動やニーズを把
握する必要があ
る。 

共有し広げるととも
に、アフターコロナ
を見据えた活動の仕
方について地域スタ
ッフへアドバイスし
ながら地域実情に即
した支援を行う。 

（通年） 

・各地域のＳＮＳ、オン
ライン会議システム
の構築などを通じて
オンライン機能や操
作に習熟するよう支
援する。（通年） 

・様々な広報媒体を活
用して地活協の認知
度向上に取り組む。 

（通年） 

・前年度に行った防災
を切り口としたマン
ションコミュニティ
構築のためのイベン
トをさらに広げなが
ら、マンション住民
と地域の連携に取り
組む。（通年） 

・地域と他の活動主体
の連携によるメリッ
トが双方に実感され
るよう相互調整や連
携創出に向けて引き
続き各々の課題やニ
ーズ把握を行い、マ
ッチングにつなげて
いく支援を行う。 

（通年） 
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大正区 

・３年度もコロナ禍
の状況が続く見
込みのため、各地
域がオンライン
会議をできる環
境整備やスキル
支援を行うこと
により、円滑に会
議が運営され、「
地域カルテ」の更
新、地域課題等の
把握や解決に向
けた活動ができ
る状態になるよ
う支援する。 

・まちづくりセンタ
ーと連携し、オン
ライン会議がで
きる環境整備や
スキル支援を行
った。 

・地域支援包括支援
プロジェクトチ
ーム会議等を通
じて、各地域の実
情や地域課題の
把握に努め、地域
カルテを更新す
るとともに、その
課題に即した支
援を行った。 

・今後もコロナ禍の
状況が続くこと
が見込まれ、感染
拡大防止対策を
講じながらの活
動となることか
ら、引き続き、オ
ンライン会議が
できる環境整備
やスキルアップ
の支援や、地域カ
ルテを活用しな
がら地域の実情
に即した支援を
行っていく必要
がある。 

・統括アドバイザー･防
災アドバイザーに加
え、広報アドバイザ
ーを配置し、オンラ
イン会議ができる環
境整備やスキルアッ
プ支援を行うととも
に、地域課題等の把
握や解決に向けた活
動ができるよう、地
域カルテを活用しな
がら地域の実情に即
した支援を展開す
る。（通年） 

天王寺区 

・まちづくりセンタ
ーを活用して地
域カルテの更新
を支援し、地域の
実情に応じたき
め細かな支援を
行う。 

・地活協において、
より一層民主的
で開かれた組織
運営と会計の透
明性が確保され
るよう、まちづく
りセンターを活
用した啓発・支援
を行う。（会計説
明会：１回） 

・地活協が独自で行
う情報発信の取
組を、まちづくり
センターを活用
して支援する。 
（情報発信支援：
 ９地域） 

・まちづくりセンタ
ーを活用して地
域カルテの更新
を行い、備蓄物資
の管理や、活用の
支援を行った。 

・コロナ禍における
適正な補助金活
用について会計
説明会を行った。 
（12月） 

・まちづくりセンタ
ーを活用して、コ
ロナ禍における
地活協の運営や
各種活動の実施、
適正な補助金活
用について支援
を行えるよう情
報交換会を開催
した。（12月） 

・まちづくりセンタ
ーを活用して、地
域活動のFaceboo
kやポスター・チ
ラシによる情報
発信の支援を行
った。 

・地域カルテについ
て、引き続き更新
支援を行うとと
もに地域に内容
の浸透を図って
いく必要がある。 

・各地活協において
、運営委員会の開
催や各種活動は
自律的に進めら
れてはいるもの
の、地域の会計全
体を理解し調整
できる担い手の
育成が必要であ
る。 

・ポスターやチラシ
などの紙での情
報発信は地域で
行えているもの
の、Facebookにつ
いては活用促進
の支援が継続し
て必要である。 

・地域カルテについて、
引き続き更新支援及
び内容の充実に取り
組み、地域への浸透
を図る。（通年） 

・コロナ禍における課
題やアフターコロナ
を見据えた地活協の
活動手法を共有する
とともに、地域の会
計全体を理解し調整
できる担い手の育成
のため、会計説明会
及び情報交換会の開
催を行う。（下期） 

・まちづくりセンター
を活用して、地域活
動のFacebookやポス
ター・チラシによる
情報発信の支援を継
続して行う。（通年） 

浪速区 

・ＳＮＳやWebを活
用し、マンション
住民や子育て層
といった幅広い
世代の住民の地
域活動への参加
を促す。 

・防災など各種動画
素材を作成・活用
し、マンション理
事会などへの地
域コミュニティ

・まちづくりセンタ
ーのWebサイト
やＳＮＳを活用
し幅広い層へ各
地域の情報発信
を行った。 

・マンション理事会
に対して防災講
座の実施検討の
アプローチを行
ったが、マンショ
ン住民への防災
講座の実施に至

・子育て層やマンシ
ョン住民といっ
た地域住民との
つながりが希薄
な層に対して、地
域コミュニティ
の重要性を認識
してもらうとと
もに、日頃からの
身近なつながり
づくりに向けた
継続的な取組が

・より多くの住民参加
を促すため、区広報
紙に地活協の特集を
掲載（年１回以上）す
るとともに、区ホー
ムページ等に地活協
のバナーを掲載す
る。 

・防災を切り口にマン
ション住民や子育て
層といった第一層へ
のアプローチを強化
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57 Sustainable Development Goals の略。2001 年に策定されたミレニアム開発目標（MDGs）の後継として，2015 年 9 月の国連サミッ

トで加盟国の全会一致で採択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」に記載された 2030 年までに持続可能でよりよい

世界をめざす国際目標 

参画に向けた働
きかけをさらに
強化する。 

・各地域の活動や事
業、防災などの啓
発イベントを通
じて、企業やＮＰ
Ｏ法人、日本語学
校の留学生や外
国人住民等と地
域のマッチング
を図り、つながり
づくりを促進す
る。 

らず、地域コミュ
ニティへの参画
調整までは至ら
なかった。（２件） 

・日本語学校の生徒
に対して防災学
習会を実施し、地
域住民とのつな
がりの大切さを
伝えた。（１件） 

 また、区内の高校
のＳＤＧｓ57の取
組に地域住民を
つないだ。（１件） 

必要である。 する。（通年） 

西淀川区 

・地域支援のカルテ
の更新の支援を
行う。現状は、地
域と地域担当部
署のみにて共有
を行っているが、
区役所全体で情
報を共有するこ
とで、区役所内の
連携を強化し、福
祉や防災などの
地域課題解決に
繋げる。 

・まちづくりセンタ
ーの支援により
全14地域の地域
カルテの更新作
業を行った。 

・地域ごとの課題を
把握し、地域づく
り活動のサポー
トを実施した。 

・今以上に、区役所
が地域の実態に
応じた地域福祉、
防災・防犯などの
地域力向上の取
組を支援するに
あたり、区役所内
の地域福祉活動、
防災・防犯活動と
の連携が十分に
図られていない
ため、区役所内に
おける情報の共
有化を図る必要
がある。 

・庁内ポータルのチー
ムサイト等を利用
し、区役所内におけ
る地域情報の一元化
を図り、まちづくり、
福祉活動、防災・防犯
活動等の地域活動支
援を効率的・効果的
に実施する。（通年） 

淀川区 

・コロナ禍において
も実施可能な地
域活動について
できるだけ行え
るように他の地
域の好事例等の
情報を集めて提
供するなどの地
域活動支援を行
う。 

・地域公共人材の活
用に向けての積
極的な情報発信
を行う。 

・ＳＮＳを活用した
若い世代への情
報発信に向けた
取組を行えるよ
うに支援する。 

・中間支援組織と連

・全地域に対して、
コロナ禍におけ
る地域活動の好
事例等の情報提
供を行った。 

・地活協の会議や連
町会にて、地域公
共人材制度を紹
介した。 

・ホームページの作
成支援を行い、１
地活協のホーム
ページが作成さ
れた。 

・全地域の地域集会
施設へのWi-Fi環
境整備を行った。 

・地域特性に応じた
具体的なコーデ

・コロナ禍で地域活
動が制限されて
いる中、感染防止
対策と地域活動
が両立するよう
支援を行う必要
がある。 

・コロナ禍においても
実施可能な地域活動
についてできるだけ
行えるようにオンラ
インの活用や他の地
域の好事例等の情報
を集めて提供するな
どの地域活動支援を
行う。（通年） 
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携し、地域特性に
応じた具体的な
コーディネート
を行う。 

ィネートについ
て21件行った。 

東淀川区 

・コロナ禍における
地域活動支援と
補助金の効果的
な活用支援を各
地域のニーズに
応じた形で継続。 

・地域担当職員によ
る、コロナ禍にお
ける地域防災力
向上支援を継続。 

・コロナ禍を踏まえ
た地域活動や補
助金運用に係る
情報提供等を行
うため、オンライ
ンを活用しなが
ら地活協連絡会
議を開催した。 

・地域づくりアドバ
イザーによる地
域へのサポート
を行った。 

・大学と連携し、フ
レイル予防講座
相談会を３年７
月28日、４年３月
25日に実施した。
（２地域） 

・コロナ禍により
、地域活動の休
止を余儀なくさ
れたこと等によ
り、地域のモチ
ベーションが低
下している。 

・コロナ禍及びア
フターコロナを
見据えた新たな
活動への転換に
向けた支援を推
進する必要があ
る。 

・コロナ禍及びアフタ
ーコロナを見据え、「
新しい生活様式」に
沿った形でニーズに
応じた活動が継続的
に行えるよう、各地
域に寄り添いながら
、インターネット活
用支援やホームペー
ジ等を活用した地域
活動に役立つ情報等
を発信する。（通年） 

・地域担当職員による、
地域力向上に向けた
支援を継続。（通年） 

東成区 

・会計や広報アドバ
イザーによる支
援を通じて、担い
手の負担軽減を
支援する。 

・住民アンケート等
による支援ニー
ズの把握を通じ、
地域課題を地域
カルテに活かす
ことができるよ
う支援する。 

・地域の集会所等に
常駐する支援員
の配置を進め、６
地域で配置する
ことで、地域の実
情に応じたきめ
細かな支援を実
施することがで
きた。 

・支援ニーズの聞き
取りに基づいて
地域カルテに活
かすにあたり、地
域資源発掘のた
め区内企業アン
ケートを実施し、
連携に意欲のあ
る企業一覧にま
とめた。 

・連携に意欲のある
企業と地域で具
体的な取組を行
うには、それぞれ
のニーズを丁寧
にすり合わせる
必要がある。 

・地域と企業間での具
体的な連携を一つず
つ実現させていくた
めに、区役所内の部
門間での連携を進展
させるほか、まちづ
くりセンターとも連
携し、団体間の調整
がスムーズに進むよ
う橋渡しを行う。 

（通年） 

生野区 

・中間支援組織と連
携し、地域の実情
に即した最適な
支援を行うよう、
虎の巻会議の必
要性を地域に伝
え、自主的に運営
できる地域を一
つでも多く増や
せるよう支援し
ていく。 

・２地域を対象とし
た地域内での課
題などについて
話し合いを進め
る会議「地域虎の
巻会議等」を開催
した。 

・地域にとっての重
要課題であるワ
クチン接種につ
いて、高齢者の方
々のワクチン予
約サポートやワ

・コロナ禍において
も、地域活動が停
滞しないよう工
夫を凝らした多
種多様なアイデ
アを実施した。地
域に示していく
必要がある。 

・まちづくりセンター
と連携し、コロナ禍
に適応した、より効
果的な支援の実施に
向け、コロナ禍にお
いても地域活動を実
施している地域の活
動をモデルとして、
停滞している地域に
示していくなど、地
域の実情に即した最
適な支援を行ってい
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クチン会館接種
支援を行った。 

く。（通年） 

旭区 

・各地活協が防犯・
防災、子ども・青
少年、福祉、健康
、環境及び文化・
スポーツの分野
において、広く住
民全般を対象と
して行う事業や
地活協の運営等（
組織運営・会計支
援）に関するアド
バイスを継続し
て実施する。 

・地活協の活動状況
や自律の状況の
把握、地域カルテ
更新の支援など
を通じて地活協
と課題を共有し
たうえで、地域の
実情に即したき
め細かな支援を
行い、より多くの
住民参加を促す。 

・他地域の事例を参
考に「コロナ禍で
もできる地域活
動のヒント」を作
成、提供を行うと
ともに、地域活動
の再開に向けた
助言・提案を実施
した。 

・希望のあった地域
の会計実務担当
者向け会計説明
会を開催した。 

・補助金の申請及び
実績報告に係る
会計説明会を各
地域で実施する
とともに、年度途
中での会計処理
状況の確認（中間
決算）を行った。 

・地域カルテの更新
のため、各地域の
実情に沿った資
料を提示、課題の
認識、共有に向け
た支援を実施し
た。（通年） 

・活動再開に向け、
各地域の現状把
握に努めるとと
もに、具体的な手
法についての提
案を行うなど実
情に応じた継続
的な支援に取り
組む必要がある。 

・活動の再開状況に
地域差が生じて
いることから、各
地域の実情に即
したきめ細かな
支援を行う必要
がある。 

・各地活協が防犯・防災
、子ども・青少年、福
祉、健康、環境及び文
化・スポーツの分野
において、広く住民
全般を対象として行
う事業や地活協の運
営等（組織運営・会計
支援）に関するアド
バイスを継続して実
施する。（通年） 

・各地活協の現在の活
動状況や自律度を把
握し、それぞれの地
域の課題を共有した
うえで、地域別実情
に即した助言や提案
、会計や活動に関す
る学習会の開催等、
きめ細かな支援を継
続して行うことで、
新たな担い手の育成
、より多くの住民の
活動参加を促す。 

（通年） 

城東区 

・地域のＳＮＳや
広報紙を用いた
情報発信支援等
、コロナ禍でも
可能で、より効
果的な活動方法
検討に係る支援
を重点的に実施
していく。 

・ＳＮＳやホーム
ページを用いた
情報発信の継続
支援（ＳＮＳを1
6地域 計380回更
新）を実施し
た。 

・城東区情報発信
動画「城東チャ
ンネル」にて「
各地域活動協議
会活動報告」を
企画し、地域活
動を紹介（計11
地域）した。 

・区広報誌等にお
ける各地活協の
活動紹介を継続
した。 

・区広報誌とホー
ムページや各地
活協Facebook等
とを連動させた
手法で各地活協
の活動に関する
情報を広く区民
に周知したが、
新たな担い手の
発掘や各地活協
における地域課
題解決やコミュ
ニティづくりへ
の寄与など、地
活協による自律
した活動の実施
に向けて、効果
的な支援方法の
選択に苦慮し
た。 

・紙媒体とＳＮＳ等電
子媒体を連動させる
等の工夫により、よ
り広く、多くの地域
活動に関する情報を
伝達できるような方
策を探っていく。 

（通年） 



56 

 

 
58 Information and Communication Technology の略。コンピュータやインターネットなどの情報通信技術のこと 

鶴見区 

・引き続き、まちづ
くりレポートの
更新を行い、地域
、関係団体等と地
域の課題等を共
有し、課題解決に
向け、地域の実情
に応じたきめ細
やかな支援を行
う。 

・まちづくりレポー
トを活用し、地域
、関係団体（まち
セン・区社協）等
と課題を共有し
解決に向けた事
業実施手法及び
活動支援を行っ
た。 

・町会等の第一層支
援のため、町会紹
介・加入促進リー
フレットに漫画
を取入れ読んで
いただける内容
に更新し、転入者
等へ配付を行っ
た。 

・町会加入率の向上
につながる支援
の実施が必要で
ある。 

 

・まちづくりレポート
の更新を行うととも
に、ウィズコロナに
即した活動手法及び
感染症対策情報の提
供を行い、地域活動
支援を実施する。 
（通年） 

・地活協の担い手の高
齢化が進んでおり、
新たな担い手の発掘
に向けた支援及び町
会加入促進のため、
区内不動産会社への
リーフレット配架に
取り組み、地域の実
情に応じたきめ細や
かな支援を行う。 

（通年） 

阿倍野区 

・地域カルテの内容
を、各地域におけ
る課題の抽出、そ
の解決方法の取
りまとめなどに
よって充実させ、
地活協と認識を
共有し、実情に応
じたきめ細やか
な支援を行う。 

・第一層の活動を支
援するため、リー
フレットの作成
や広報紙への掲
載、転入者に配布
を行った。 

・コロナ下において
、各地活協のオン
ラインの環境整
備や、会議、事業
等への開催支援
を行った。 

・地域活動フォーラ
ムをオンライン（
Zoom）で開催し、
コロナ下におけ
る各地域活動の
情報を共有した。 

・身近な地域でのつ
ながりづくりと
様々な活動主体
と地域の活性化
を図る必要があ
る。 

・各地活協が作成した
地域カルテを活用し
て各地域の課題等を
共有し、新たな担い
手の育成に向けた事
業を開催するなど、
より自律した地域を
めざし、きめ細やか
な支援を行ってい
く。 

・引き続き、コロナ下に
おける地域活動につ
いて、効果的な他の
地域の事業の情報を
共有するなど支援を
行う。（通年） 

住之江区 

・事業の対象世代に
必要な情報が届
くよう、地域から
のニーズを聞き
ながら、ＳＮＳ等
を活用し、事業周
知や知名度向上
を図っていく。 

・各地活協が自ら積
極的な情報発信
を行えるよう、動
画作成講座を開
催した。（全地域） 

・まちづくりセンタ
ーと連携し、ＩＣ
Ｔ58を活用できる
人材を育成する
支援が必要であ
る。 

・まちづくりセンタ―
と連携し、ポータル
サイト「すみのえ情
報局」等を活用した
地域活動の積極的な
情報発信とＩＣＴを
活用できる広報担当
の人材育成を行う。 

（通年） 

住吉区 

・若い世代など幅広
い市民参画の促
進のため、各地活
協発行の広報紙

・地活協広報紙の発
行支援を行った。
（３地域） 

・地活協の認知度向

・地活協を知ってい
る区民の割合が5
0.1％（市民局実
施調査結果）にと

・地域活動への区民の
参画（特に若い世代）
を促進するため、 



57 

 

や各地活協のホ
ームページ・ＳＮ
Ｓを活用した情
報発信に対する
支援を行う。 

・行事や健診等での
加入促進等に加
えて、予防接種、
成人式等、若年層
や子育て層が集
まる機会に町会
加入促進や情報
発信を行う。 

・未実施の地域を優
先にマンション
防災訓練を実施
し、訓練を通して
マンション住民
の地域活動参画
につなげる。 

・オンラインを活用
した学習会の開
催等により、コロ
ナ禍でもつなが
りづくりが促進
できるよう取り
組む。 

上及び若い世代
など幅広い市民
参画の促進に向
け、広報紙やホー
ムページ、Twitte
r、LINE及びInst
agramを活用し、
各地活協の活動
情報を発信した。 

・町会加入促進のチ
ラシを転入者へ
配付する転入パ
ックへ封入した。 

・ホームページ（通
年）や広報紙（年
１回）による町会
加入促進を行っ
た。 

・若年層や子育て世
代が多く集まる
行事（３か月児健
診）等を活用して
町会加入促進を
行った。 

・不動産団体と連携
した町会加入促
進を行った。 

・住みます芸人（大
阪市と吉本興業
株式会社との包
括連携協定に基
づく取組）を活用
した町会加入動
画を放映した。 

・地域活動への関心
が低いマンショ
ン住民を対象に
防災意識向上研
修及び防災訓練
への参加、町会加
入の呼びかけを
実施した。（４棟） 

・子育てサロンの活
動情報をホーム
ページで周知し
た。 

・オンラインによる
区民まつりを開
催し、地活協・地
域団体・地域サー
クル等による地
域活動への参加
促進動画等を募

どまっており、認
知度の向上が必
要である。 

・新型コロナウイル
ス感染症の影響
により、行事等の
多くが中止を余
儀なくされ、行事
等の場を活用し
た町会加入促進
や情報発信がで
きていない。 

・マンション住民の
防災訓練参加者
が少ない。 

・イベントや行事参
加者の高齢化に
伴い、オンライン
を活用できる知
識や環境が整っ
ていない。 

①新型コロナウイル
ス感染症の影響で
休止等している地
域の活動の再開を
支援する。（通年） 

②地活協による広報
紙発行やＳＮＳを
活用した情報発信
を重点的に支援す
る。（通年） 

・行事等の集客が困難
な場合に備えてオン
ライン等の手法も並
行して準備し、事業
実施できるよう支援
する。（通年） 

・町会未加入のマンシ
ョンを優先に防災訓
練を実施し、訓練を
通して地域活動への
参画及び町会加入を
促進する。（通年） 

・地域行事の中で、企業
や学生と連携し、パ
ソコンやスマートフ
ォンの教室を実施で
きるよう支援を行
う。（通年） 
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集した。応募され
た動画をYouTub
eへ配信した。 
（215本） 

東住吉区 

・地域の状況を把握
するため地域で
の聞き取りを行
い、支援事業者と
連携しながら、課
題解決に取り組
む。 

・全地域にヒアリン
グを行い、新型コ
ロナウイルス感
染症の拡大防止
を考慮した活動
への検討を行っ
た。 

・新型コロナウイル
ス感染症の影響
により、従来の方
法では出来ない
活動もあり、活動
の形や工夫等に
ついて検討する
必要がある。 

・地域の状況を把握す
るため地域での聞き
取りを行い、支援事
業者と連携しながら
、活動への助言や提
案を行うことで課題
解決に取り組む。 

（通年） 

平野区 

・コロナ禍でも実施
可能な事業につ
いて、地活協・ま
ちづくりセンタ
ーとともに検討
し、成功事例等を
積極的に情報収
集し共有する。 

・コロナ禍における
事業実施状況を
把握し必要に応
じて情報提供を
行う。 

・町会・自治会への
加入促進のため、
転入者向けの周
知ビラを配付す
る。 

・地活協から、事業
実施の是非と運
営方法に関する
相談が多く、まち
づくりセンター
とともに状況を
把握・検討し、成
功事例等を積極
的に情報収集し
共有した。 

・コロナ禍における
事業実施状況を
把握し必要に応
じて情報提供を
行った。 

・町会・自治会への
加入促進のため、
転入者向けの周
知ビラを配付し
た。 

・コロナへの対応も
含めて、各地域が
抱える課題につ
いて、地域の実情
に沿った問題解
決を支援できる
ように、地域との
信頼関係を強化
する必要がある。 

・アウトリーチ型の活
動を積極的に行うこ
とで、地域との信頼
関係を強化する。 

・コロナ禍でも実施可
能な事業について、
地活協・まちづくり
センターとともに検
討し、成功事例等を
積極的に情報収集し
共有する。（通年） 

西成区 

・地域カルテの更新
については、人口
データ等の活用
に加えて、地域内
で話し合った内
容を反映させる
等、内容充実と合
わせて認知度向
上に向けた支援
を実施していく。 

・より多くの地域で
地域カルテを活
用した地域課題
の解決に向けた
取組が実現でき
るよう、地域カル
テの分析等を行
うとともに、その
結果に基づいた
新たな地域活動
の計画立案に向
けた支援を実施

・コロナ渦のため、
運営委員会等が
書面で開催され
たことなどから、
地域内で活発な
議論が行われず、
内容充実するに
至らなかった。 

・地域カルテに「担
い手の高齢化」が
課題として挙が
っている地域に
ついては、実情に
即した支援を実
施し、新たな担い
手確保の一助と
することができ
た。 

・地活協の会議が様
々な参加方法で
開催できるよう、
集合型とオンラ

・地域活動やイベン
トの多くが中止
となっている状
況であり、今後の
活動再開に向け
たモチベーショ
ンが低下してい
る。 

・地活協の活動拠点
となる施設での
オンライン環境
の整備やオンラ
イン機能や操作
の習熟が十分で
ない。 

・アフターコロナにお
ける地域活動の再開
を見据え、他地域に
おける活動内容の共
有やオンラインの活
用による活動の多様
化への対応など、地
域の実情や希望に即
した支援を実施する
ことで、活動再開へ
の機運醸成やモチベ
ーションアップを図
る。（通年） 
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していく。 インを併用した
ハイブリッド型
の会議開催を支
援した。 
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取組②「地活協の意義・求められる機能の理解促進」 

 
59 校区等地域の将来像や、住民の様々な意見の調整・取りまとめを行う機能のこと 
60 校区等地域内で、他の市民活動団体が行っていない地域活動をカバー（補完）しながらまちづくりを進めていく機能 

 
３年度の取組内容 

３年度の主な 

取組実績 
課題 

４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

北区 

・地活協の意義や求
められる機能に
ついて、地活協と
認識共有し、地域
住民の理解が深
まらない原因を
分析したうえで
課題を抽出し、地
域活動連絡会議
や区政会議の場
など機会がある
ごとに積極的に
発信するととも
に、各地域の課題
に応じ、ＩＣＴや
広報紙、掲示版な
ども活用しなが
ら、効果的な支援
を行う。 

・コロナ禍で停滞し
ていた、各地活協
の活動の再開に
向けた支援を行
う中で、百歳体操
や高齢者食事サ
ービス、子育てサ
ロンなど、様々な
地活協の活動の
必要性を地域住
民と共有できた。 

・マンション世帯の
割合が９割に上
る中、マンション
住民同士の交流
や地域行事・地域
活動での交流・連
携も難しい状況
であることから、
マンションコミ
ュニティ支援と
して、リーフレッ
トの作成・配布を
行った。 

・地活協の構成団体
や地域住民に地
活協に求められ
る総意形成機能59

や準行政的機能60

について、理解が
深まるよう働き
かけが必要であ
る。 

・地活協の意義や求め
られる機能について
、引き続き、地活協と
認識共有し、地域住
民の理解が深まらな
い原因を分析した上
で課題を抽出し、地
域活動連絡会議や区
政会議の場など機会
があるごとに積極的
に発信するとともに
、各地域の課題に応
じ、ＩＣＴや広報紙、
掲示板、毎月発行す
るまちセン通信など
も活用しながら、効
率的な支援を行う。 

（通年） 

都島区 

・引き続き、広報誌
やFacebook等に
より 情報発信を
行い、より多くの
地域住民に地活
協の意義等の理
解が浸透するよ
う情報発信の内
容の充実を図る。 

・広報誌（10月号
、２月号）や Fa
cebookで地域活
動の発信を行い
、地域住民の地
活協の意義等の
理解の浸透及び
現役世代の新た
な担い手発掘を
図った。 

・区民アンケートで
は、地活協を知っ
ている区民の割
合が48.8％であ
り、全市平均（50

.3％）を下回って
いることから、よ
り積極的な情報
発信が必要であ
る。 

・引き続き、広報誌やF

acebook等による 情
報発信や、地域イベ
ントなどを活用し、
より多くの地域住民
に地活協の意義等の
理解が浸透するよう
取り組む。（通年） 

福島区 

・新型コロナウイル
ス感染症の影響
により理解促進
を働きかける場
が少なくなるこ
とを想定し、書面
配付した場合で
も、より理解が深
められるよう、資
料を改善する。 

・コロナ禍で中止と
なった「補助金決
算説明会」では、
特に重要な点を
強調して記載す
るかたちに改善
したわかりやす
い資料を全地域
へ配付すること
により地活協の
意義等について
理解を促した。「
補助金予算説明
会」の場では、地

・新型コロナウイル
ス感染症の影響
で、幅広く理解促
進を図る場が少
なくなっている。
特に、役員が交代
した地域は、改め
て地活協の意義
などについて丁
寧に理解を促す
必要がある。 

・多くの地域で負担と
なっている会計事務
を円滑に進めるため
、丁寧な説明を実施
する。特に、役員が交
代した地域は、重点
的に支援していく。 

（通年） 

・新型コロナウイルス
感染症の影響により
話し合いの場を設け
るのが困難な状況で
あっても、書面配付
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61 「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」の実現に向けて、市民による自律的な地域運営を積極的に支援することを目的とし

ている機能や体制などの総称 

活協補助金の取
扱いに係る年間
スケジュールや
提出書類の記載
例を丁寧に説明
した。また、事業
書（計画・報告）
や収支書（予算・
決算）も可能な限
りプルダウンで
選択できる等、よ
り簡単に活用で
きるようデータ
作成し地域へ提
供した。 

・地域状況に合わせ
て地域カルテの
作成を進めるこ
とで、活動の目的
やカルテの活用
方法などを地域
で協議する場面
を作った。 

のかたちで理解が深
められるよう資料を
改善する。（通年） 

・地域カルテの更新が
遅れている地域へ作
成支援を行いつつ、
地活協の意義・求め
られる機能の理解を
促す。（通年） 

此花区 

・まちづくりセンタ
ー61と連携して区
広報紙やＳＮＳ
等を使って広く
周知していくと
ともに、会計説明
会や各地域にお
ける会議・行事等
で繰り返し説明
し理解促進に努
めていく。 

・各地活協の主な活
動内容を広報紙
で紹介した。 

・区役所や区民ホー
ルに地域情報コ
ーナーを設け、地
域行事等のチラ
シを配架した。 

・会計説明会や各地
域における会議・
行事等で地活協
の意義や求めら
れる機能につい
て説明した。 

・地活協役員の交代
時に地活協の意
義・機能について
充分に引き継ぎ
が行われていな
かったり、コロナ
禍で地域活動を
実際に目にする
ことのない区民
が多くなり地活
協への関心が薄
れている。 

・地活協の理解促進に
ついて、役員や構成
団体の理解が深まる
よう複数回の地活協
会計説明会やこのま
ちゼミの場で説明を
行う。また、コロナ感
染拡大時は会計説明
会をオンラインとリ
アルにより開催する
。（通年） 

・区民には引き続き市
民情報コーナーでの
掲示などで意義や機
能の理解促進を行
う。（通年） 

中央区 

・地域の担い手確保
や人材育成等へ
の助言・指導を行
う。 

・地活協活性化セミ
ナーを開催する。 

・地域の高齢化によ
る担い手不足や
人材育成等につ
いての助言・指導
を行った。 

・地活協活性化セミ
ナー及び地活協
会長会議を開催
し、「地活協とは」
をはじめ地活協
の意義等を再確
認した。（２回） 

－ ・地域の担い手確保や
人材育成等への助言
・指導を行う。 
（通年） 

・地活協活性化セミナ
ーをはじめとした地
活協関連会議におい
て「地活協の意義・機
能」を繰り返し確認
することで、活動者
の理解を促進する。 

（１回以上 通年） 
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西区 

・地活協の意義や求
められる準行政
的機能や総意形
成機能について、
地活協の役員や
構成団体、地域住
民の理解が深ま
るよう働きかけ
る。 

・地活協会長会及び
地域活動協議会
情報共有会等に
て説明を行った。 

・広報紙により区民
に対して地活協
の活動等を周知
した。 

・地活協の認知度の
向上や、更なる自
律に向けた取組
支援が必要であ
る。 

・地活協の意義や求め
られる準行政的機能
や総意形成機能につ
いて、地活協の役員
や構成団体に対して
都度における会議等
において説明し、ま
た、地域住民の理解
が深まるよう広報紙
等により周知する。 

港区 

・地活協の役員等を
対象とした補助
金説明会で地活
協の意義、求めら
れる機能の理解
がより深まるよ
う説明を行う。 

・広報紙に地活協の
意義、求められる
機能等に関する
特集記事を掲載
し、情報発信（区
内全戸配布）す
る。 

・地活協補助金説明
会で役員等に対
し趣旨説明を行
い理解度を高め
た。（７、12月） 

・さらに、各地活協
の役員等に個別
に説明を行った。
（下期で各地活
協１回ずつ） 

・広報紙に地活協の
意義、求められる
機能等に関する
特集記事を掲載
し、情報発信（区
内全戸配布）し
た。（４月） 

・役員等の交代に伴
う、新役員等の理
解度の深化を図
る必要がある。 

・地活協の役員等を対
象とした補助金説明
会で地活協の意義、
求められる機能の理
解がより深まるよう
説明を行う。（上期・
下期で各１回） 

・広報紙に地活協の意
義、求められる機能
等に関する特集記事
を掲載し、情報発信（
区内全戸配布）する。 
（４月） 

大正区 

・各地域が地域住民
、学校園等と地域
課題を共有し、地
域要望として取
りまとめる等、「
総意形成機能」が
発揮できる機会
を支援する。 

・各地域が「総意形
成機能」を発揮で
きるよう、地活協
の運営及び活動
に対する財政的
支援を行うとと
もに、中間支援組
織を活用し地域
活動の好事例の
取組目的やプロ
セスを共有する
などの支援を行
った。 

・各地域が「総意形
成機能」を発揮で
きるよう、各地域
の特性に即した
課題の解決に向
けた取組を、より
一層自律的に進
めていけるよう、
適切な支援を行
っていく必要が
ある。 

・各地域が地域住民や
学校園等と連携して
、地域課題を共有し、
その解決に向けた活
動ができるよう、ま
ちづくりセンターと
連携し、地域カルテ
を活用しながら各地
域の状況に応じた支
援を行う。（通年） 

天王寺区 

・地活協の役員や構
成団体、住民の理
解が深まるよう、
まちづくりセン
ターを活用して、
意見交換会の場
や、広報紙、広報
板を活用して地
活協の各種活動
の紹介を行う。 

・ホームページ及び
広報紙に、地活協
に交付する補助
金の使途の掲載

・コロナ禍で対面で
の意見交換会は
開催できなかっ
たが、まちづくり
センターを活用
して、地域のニー
ズを聞き取り、補
助金の活用やコ
ロナ禍における
活動の実施事例
の資料を作成し、
情報共有を行う
ため地域の担い
手に配付した。 

・まちづくりセンタ
ーを活用して課題

・広報紙・広報板な
どを活用して地
活協の周知を行
っているが、１月
に市民局が実施
した区民アンケ
ートの結果、区民
への認知度は５
割を下回ってお
り、地活協の活動
の浸透をさらに
推進する必要が
ある。 

 

・地活協の役員・構成団
体の方を対象に情報
交換会を開催し、地
活協の意義・機能を
定期的に伝える。 

（通年） 

・ホームページ及び広
報紙に、地活協に交
付する補助金の使途
の掲載を行う。 

（７月） 

・広報紙を活用して、広
く区民に地活協の紹
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を行う。 を共有し情報交換
会を開催した。 
（12月） 

・まちづくりセンタ
ーを活用して地域
ごとの活動や特色
ある活動の紹介を
Facebookで行っ
た。 

・広報紙へ地活協の
活動紹介を行い、
広報板へ活動紹介
ポスターの掲示を
行った。 

・ホームページ及び
広報紙に、地活協
に交付する補助
金の使途の掲載
を行った。（７月） 

介を行う。（通年） 

・広報板に活動紹介の
ポスターを掲示す
る。（７、10、１月） 

浪速区 

・地活協の意義や求
められる機能を
説明した動画を
作成するなど、新
たな手法により
取り組む。 

・全地活協対象の合
同説明会を初め
て開催し、パワー
ポイントを活用
してできる限り
分かりやすい資
料を作成し、地活
協の意義や求め
られる機能の説
明を行い理解促
進に努めた。 
（１月） 

・地活協役員や構成
団体への理解を
促進するために
は、一過性ではな
く継続的な働き
かけが必要であ
る。 

・地活協の意義や、求め
られる準行政的機能
や総意形成機能につ
いて、地活協の役員
や構成団体、地域住
民の理解が深まるよ
う積極的な働きかけ
や発信を行う。 

（通年） 

・地活協の意義や、求め
られる機能の理解を
促進するため、地域
での井戸端会議を開
催する。（通年） 

西淀川区 

・地活協のＰＲポス
ター等の作成。 

・地域ごとの情報発
信支援として、地
活協パンフレッ
トの作成を行っ
ている地域など
については、引き
続き作成支援を
進める。 

・例年広報紙におい
て年に１度地活
協特集記事を掲
載していたが、連
続掲載記事にす
ることで、より詳
細な各地域の活

・まちづくりセンタ
ーの支援により
地活協ＰＲポス
ターを作成した。
（一部地域） 

・まちづくりセンタ
ーによる地活協
パンフレットの
作成支援を行っ
た。 

・広報紙において特
集記事１回及び
毎月連載で各地
域の記事を掲載
した。 

・区役所１階地活協
ブースのリニュ
ーアルを実施し

・地活協は、地域福
祉、地域防災・防
犯において中心
的な役割を担う
ことから、地域住
民における知名
度向上、意義や理
解促進が必要で
ある。 

・特に若年層におけ
る知名度が低い
ことから、優先的
に取り組む必要
がある。 

・イベント等を通じて
若年層の防災意識向
上に向けた取組を実
施する。（下期） 

・未作成の地域に対す
る地活協ＰＲポスタ
ー作成を拡充する。 

（通年） 

・区広報紙へ継続して
地活協の記事を掲載
する。（通年） 
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動を周知する。 た。 

淀川区 

・コロナ禍において
も実施可能な地
域活動について
できるだけ行え
るように支援を
行い、地域活動の
情報発信を行え
るようにする。 

・全地活協へ訪問し
、地活協の認定要
件の確認を行い、
助言を行う。 

・広報誌やホームペ
ージなどで地活
協の情報を発信
することにより、
市民活動の理解
促進を図る。 

・Zoomを学ぶオン
ライン体験会を
３回（7月、８月、
９月）開催した。 

・地活協へ訪問し、
地活協の認定要
件の確認を行い、
助言を行った。（
１地域だけ日程
の調整が整わな
かったため、全18

地域中17地域の
訪問となった。） 

・広報誌に地域活動
を紹介する記事
を毎月掲載した。 

・成人式に参加した
新成人に対して、
広報誌で紹介し
た「地域や地域活
動の記事」のダイ
ジェスト版を作
成し、配付した。 

・転入の多い３～４
月期に各地域の
広報誌やポスタ
ーなどを展示し
て、新たに区民と
なられた方々へ
地活協の活動を
知る場を設けた。 

・コロナ禍で地域活
動が制限され、地
域活動への参加
を呼びかける機
会が少なくなっ
ている中、工夫を
凝らした情報発
信をする必要が
ある。 

・コロナ禍においても
実施可能な地域活動
についてできるだけ
行えるように支援を
行い、ＳＮＳを活用
した地域活動の情報
発信を行えるように
する。（通年） 

東淀川区 

・大学連携等も活用
し、オンラインを
主とした情報発
信力向上の支援
と、区からの広報
を行う。 

・ホームページやF
acebook等により
地活協に関する
広報を実施した。 

・区役所１階スペー
スにおいて地活
協ＰＲを行った。 

・東淀川まちづくり
フォーラムを４
年３月19日に開
催した。 

・大学と連携し、学
生が作成したマ
ニュアルを基に、
「スマホLINE講
座」を行った。 

・コロナ禍により
地域活動も休止
を余儀なくされ
たことで、地活
協の存在や活動
が、区民に広く
認知されづらい
状況が続いてい
る。 

・地活協の組織運営と
活動が広く住民等に
理解されるよう地域
活動従事者向けの「
スマホLINE講座」等
を実施し情報発信力
の向上を支援する。 
（通年） 

・ホームページ等を活
用した区からの広報
を行う。（通年） 
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東成区 

・町会加入促進チラ
シを活用し、イベ
ント広報等と連
動させる等、効果
的な広報事例の
共有を図り、地活
協の意義・求めら
れる機能の理解
促進を図る。 

・補助金説明会や、
地域会議等を通
じて、地活協の意
義や求められる
機能の理解促進
を図った。 

・希望する地域に町
会加入促進チラ
シの作成を支援
するとともに、地
域活動に関わり
の薄いマンショ
ン住民への活動
呼びかけを支援
し、町会加入につ
なげた。 

・地活協活動の意義
や仕組について、
担い手の中心的
役割を担う役員
の理解は進んだ
が、役員以外の構
成メンバーまで
理解が及ばない。 

・役員以外の構成メン
バーにも地活協の仕
組みや運営のあり方
に関する理解が深ま
るよう、地活協の運
営マニュアル策定や
活用事例紹介など、
様々な情報発信を行
う。（通年） 

生野区 

・地活協の意義や求
められる機能に
ついて理解が深
まるよう、引き続
き、各地活協等が
実施している取
組を情報発信し、
市民活動への参
加を呼びかける。
また、Facebook、
Twitter、YouTub
eなど多様な媒体
を活用しながら、
若い世代が気軽
に参加できる場
の情報発信に取
り組めるよう中
間支援組織と連
携し支援を行う。 

・まちセンLINE公
式アカウントの
活用により情報
発信を行った。 

・地活協の事業内容
や会計状況等を
ホームページで
紹介した。 

・区役所内にある地
活協の情報発信
コーナーの情報
を更新した。 

・誰もが気軽に参加
でき、交流できる
場（まちカフェ）
を開催した。 

・地活協の意義や求
められる機能の
理解度は、準行政
的機能（87.3％）
、総意形成機能（
73.2％）と、地活
協構成団体の理
解度が前年度と
比べ微減してい
るため、理解促進
に向け引き続き
取り組む必要が
ある。 

・地活協の意義や求め
られる機能について
理解が深まるよう、
まちづくりセンター
と連携し、各種会議
やＳＮＳなど多様な
媒体を活用し、あら
ゆる機会を通じて情
報発信を行ってい
く。（通年） 

旭区 

・地活協の認知度向
上のために、「旭
区まちづくりガ
イドブック」等の
活用やより効果
的な広報に取り
組む。 

・地活協の会議等の
場を活用し、地活
協の役員等に対
し、地活協の意義
や役割等に関す
る理解促進に向
けて取り組む。 

・区役所庁舎内など
多くの区民が目
にする場所に「旭
区まちづくりガ
イドブック」や各
地域で作成した
広報紙「かわら版
」を配架した。 

・各地域の会議や行
事等に出席し、役
員等に対し、地活
協の意義や役割
等に関する説明
を行うことで理
解促進に取り組
んだ。 

・窓口前に設置した
モニターで地域
活動の紹介動画
を放映した。 

・地活協の意義や求
められる役割な
どについて、職員
の理解促進を図
るとともに、各担
当間の連携を強
化する必要があ
る。 

・新型コロナウイル
ス感染症の影響
で、幅広い世代に
対して地活協の
活動や意義など
に関する理解促
進を図るための
機会が減少して
いる。 

・コロナ禍において
活動が制限され

・地域のニーズに沿っ
た支援を行うために
、地活協の意義や求
められる役割等につ
いて職員の理解を深
めるとともに連携を
図るための情報共有
を密に行う。（通年） 

・地活協の認知度向上
を図り、地活協の意
義や求められる役割
についての理解が深
まるよう、幅広い世
帯に向け、 ＳＮＳや
ホームページを活用
した積極的な情報発
信、区広報紙に地活
協の特集記事を掲載
する等、効果的な広
報に取り組むととも
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・ホームページにお
いて各地域の活
動紹介を行った。 

てきた期間に多
くの地域で役員
交代があったこ
とから、相対的に
地活協に関する
理解度が低下し
ている。 

に、各地域の会議等
の場を活用して役員
等に積極的な働きか
けを行う。（通年） 

城東区 

・コロナ禍に対応
した区役所と地
域のリモート会
議（ＩＣＴ化）
体制整備を進め
て事業、若手層
の意見交換会参
加などの活性化
を検討してい
く。 

・リモート参加を
可とした地活協
連絡会を開催し
た。（計９回） 

・全地活協と区長
との意見交換会
を開催し、課題
収集と個別アド
バイス等を実施
した。（計31回） 

・新たな担い手（
ボランティア）
募集等のポスタ
ーを区内広報板
へ掲出した。 
（区内85箇所） 

・各地活協広報誌
等を庁舎内の区
民情報コーナー
へ配架した。 
（約1,200部） 

・区広報誌等にお
ける地活協の意
義、機能の情報
発信の継続 

・２年度に引き続
き、コロナ禍の
影響を大きく受
け、各事業への
住民参加による
つながりづくり
が困難であっ
た。 

・ウィズコロナの
中で事業を展開
するにあたり、
各事業への住民
参加による新た
なスタイルのつ
ながりづくりが
必要とされる。 

・新たな生活様式を意
識した各地活協にお
ける活動実施に向け
、事例の共有などに
より支援する。 

（通年） 

・併せて、知名度向上や
担い手の発掘等に関
しても、これまで以
上に新たな発信方法
の模索や、丁寧な啓
発を意識して進めて
いく。（通年） 

鶴見区 

・２年度の取組につ
いて、一定効果が
あったため、引き
続き各種会議等
の場において、説
明強化を図る。 

・準行政機能・総意
形成機能の説明
したリーフレッ
トを作成し、地活
協補助金説明会
等の場において、
運営委員や役員
へ説明を行い、地
活協の意義・機能
についての認識
の向上を図った。 

・役員改選時に、的
確な引継ぎがな
されず、理解度が
低下することが
多くある。 

・地活協の意義・機能に
ついて、各地活協の
運営委員会において
、年2回以上の説明会
を実施し、理解促進
を図る。（通年） 

阿倍野区 

・地活協の活動の動
画配信や、リーフ
レットの全戸配
布を行い、地域住
民への地活協の
活動に理解が深
まるような支援
を行う。 

・地活協の意義や、
求められる機能
等に関する内容
や、活動紹介を広
報紙や各戸配布
のリーフレット、
動画等で情報発
信を行った。 

・年２回開催の地活
協補助金会計説

・より多くの方に地
活協の活動を知
っていただく場
を設け、理解を深
める必要がある。 

・引き続き、各地活協の
意義や、求められる
機能等への理解促進
を図る情報発信を行
い、広報紙やホーム
ページ等への掲載の
支援を継続する。 
（通年） 
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明会においても、
地域役員等へ地
活協の意義等に
ついて説明を行
った。 

住之江区 

・Web会議などＩＣ
Ｔを活用するこ
とで、様々な機会
を捉えながら、積
極的に情報を発
信する。 

 

・各地域に配置して
いるタブレット
を利用し、情報発
信や会議を行え
るような環境を
整えた。 

・会計事務説明会に
おいて、地活協の
意義や準行政的
機能、総意形成機
能について説明
した。 

・地活協の意義及び
求められる機能
について理解が
深まるよう効果
的な取組を継続
して実施する必
要がある。 

・まちづくりセンター
と連携しながら、幅
広く波及効果が期待
できるような具体的
な対象者を明確にし
、計画的に地活協の
意義及び求められる
機能について説明す
る。（通年） 

住吉区 

・各地活協における
積極的な情報発
信（ホームページ
、広報紙、ＳＮＳ
の活用）への支援
を行う。 

・ホームページから
各地活協のホー
ムページへ容易
にアクセスでき
るよう工夫する
とともに、子育て
世代が集まる場
においてもチラ
シを配布する等、
地活協の認知度
向上を図る。 

・広報紙において、
各地活協を紹介
した。（年４回：
９・11・１・３月
号） 

・地活協の認知度向

上に向け、広報紙

やホームページ、

Twitter、LINE及

びInstagram を

活用し、各地活協

の活動情報を発

信した。 

・広報紙やチラシ、

Twitter、LINE、

Instagram、YouT

ubeを活用し、世

代や対象者に合

わせた地域活動

の情報発信を行

った。 

・つながりづくり促
進のための地域
活動に参加した
ことがある区民
の割合が15.0％
（区民意識調査
結果）と低調であ
る。 

・地活協を知ってい
る区民の割合が5

0.1％（市民局実
施調査結果）にと
どまっており、認
知度の向上が必
要である。 

・地活協についての理
解促進や認知度向上
に向け、広報紙で各
地活協の紹介を行
う。（年４回） 

・広報板やホームペー
ジ、Twitter、Instag

ram、YouTubeを活用
し、各地活協の活動
情報の発信を行う。 

（通年） 

・各地活協による広報

紙発行やＳＮＳを活

用した情報発信の支

援を行う。（３地域以

上）（通年） 

東住吉区 

・支援事業者と連携
し地域の広報活
動への助言を行
い、実情やニーズ
に合わせて広報
紙やホームペー
ジで活動を紹介
する。 

・区広報紙で地活協
の活動紹介を行
い、活動の担い手
としての参加を
呼び掛けた。 

・地域としての広報
活動を促進する
必要がある。 

・地域の状況を把握す
るため地域での聞き
取りを行い、支援事
業者と連携しながら
、広報手法や運営委
員会の開催方法への
助言や提案を行うこ
とで課題解決に取り
組む。（通年） 

平野区 

・多世代の方が地域
の情報を得るこ
とができるよう、
広報紙等で効果
的に発信すると

・感染症対策を取り
ながら実施した
事業内容を広報
紙やＳＮＳで発
信することで、地

・まちづくりセンタ
ーを活用し、地域
自らが広報でき
る地域が増える

・地活協発信で地域住
民に対して広報活動
を行えるよう、「地活
協広報紙」の作成支
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ともに、地活協自
身が広報活動を
行えるようにま
ちづくりセンタ
ーとともに支援
する。 

活協の意義や役
割をＰＲした。 

ように、支援を強
化する必要があ
る。 

援を、地域の実情を
踏まえながら、まち
づくりセンターを活
用して積極的に支援
する。（通年） 

・多世代の方が地域の
情報を得ることがで
きるよう、引き続き
広報紙等で積極的に
発信する。（通年） 

西成区 

・引き続き地活協の
理解促進を図る
支援を継続する。
その際に地域資
源や現状の問題
点等を洗い出し、
地域課題の解決
に向けた取組が
実現できるよう、
会議を活性化さ
せるためのファ
シリテーション
を実施していく。
（通年） 

・地域住民に対する
地活協の理解度
促進に向けた取
組として、地活協
に関する情報発
信を積極的に進
めるため、ホーム
ページやＳＮＳ
等を活用した情
報発信の強化に
向け支援を実施
していく。 

・地域で開催される
各種会議におい
て、地域課題の収
集や共有、その解
決に向けた対応
策の検討等を実
施した。 

・Facebook開設及
び活用の活性化
に向けての支援
に関する資料を
作成・周知するな
どの支援を行い、
情報発信手段と
してホームペー
ジやＳＮＳ等の
電子媒体による
広報を実施して
いる地活協が昨
年より増加した。 

・地活協役員や運営
委員の自律的な
組織運営に向け
た意識は高まり
つつあるが、コロ
ナ渦により、幅広
く理解促進を図
る場が少なくな
っている。 

・地活協の認知度向上
や求められる機能に
ついて理解が深まる
よう、積極的な働き
かけを実施する。 

（通年） 

・引き続き、地域住民に
対する地活協の理解
度促進に向けた取組
として、地活協に関
する情報発信を積極
的に進めるため、ホ
ームページやＳＮＳ
等を活用した情報発
信の強化に向けた支
援を実施する。 
（通年） 
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取組③「区の状況に応じた支援の実施」 

 
３年度の取組内容 

３年度の主な 

取組実績 
課題 

４年度の取組内容 

（課題に対する対応） 

北区 

・地活協への支援の
効果を検証し、そ
の結果を地活協
と共有しながら、
２年度取組実績
と同様にコロナ
禍であっても地
域活動が継続で
きるように地域
活動のガイドラ
インを更新し、ま
た、各地域の活用
事例共有や新た
な地域活動の提
案を積極的に行
いながら、地域の
実情に応じたき
め細やかな支援
を実施する。 

・コロナ禍における
支援として、地域
活動の判断指標
を更新し周知す
るとともに、活動
再開に向け感染
予防策の提案を
行った。 

・コロナ禍での各地
域における活動
状況・感染対策・
特徴ある取組事
例等を写真で記
録し、「写真でみ
る地域の活動状
況展」を開催する
ことで、各地域で
の取組の共有化
が図れ、意見交換
の場とすること
ができた。 

・大阪府の府民への
要請内容を基に、
全地域に統一し
た地域活動のガ
イドラインを示
したが、地域毎に
様々な条件・状況
が異なることか
ら、各地域の実情
に応じたきめ細
やかな支援が必
要となった。 

・コロナ禍で停滞して
いた各地域での会議
や事業が徐々に再開
されてきているが、
活動の停滞期間が２
年以上に及んだため
、再開が困難な事業
もあることから、引
き続き、「写真でみる
地域の活動状況展」
等の開催を通じて、
各地域での取組を共
有化し提案を行うと
ともに、自律的に事
業が進められるよう
、地域ごとの感染予
防策の提案等の支援
を行う。（通年） 

都島区 

・地活協の意義や趣
旨に理解を示す
企業やＮＰＯに
対して積極的に
働きかけを行う
ことで具体的な
連携につながる
よう取組を進め
る。 

・地活協を知らない
層への理解の浸
透については、情
報発信やアプロ
ーチ方法を含め
検討を進める。 

・地域、専門学

校、社会福祉法

人と連携し、小

学校の児童が絵

をかいて地元の

高齢者（特養ホ

ーム入居者な

ど）が色を塗る

「つながる、塗

り絵」展を開催

した。 

・一部地域内のＵＲ
全棟の掲示板に
町会活動を紹介
するポスターの
掲示や、町会加入
促進チラシの見
本を作成し、地域
へ作成支援を行
った。 

・地活協の構成団体
となる企業やＮ
ＰＯの加入が進
んでおらず、連携
に向けた支援が
必要である。 

・町会加入率は年々
低下傾向にあり、
加入促進に向け
た効果的な支援
が必要である。 

・企業連携については、
商工会議所などに働
きかけを行い、地域
イベントへの参加な
ど地域との連携につ
ながるよう取り組
む。（通年） 

・町会加入促進につい
ては、町会加入のメ
リットが地域住民に
浸透するような効果
的な情報発信を行
う。（通年） 

福島区 

【再掲】 

・コロナ禍の状況を
見極めつつ、地域
と新型コロナウ
イルス感染症対
策などの情報提
供・共有を図り、
活動再開に向け
ての問題点や対

【再掲】 
・活動再開に向けて
、他地域や他区の
感染対策事例集
を作成し全地域
へ提供した。 

・ホームページ更新
頻度が低くなっ
た地域へ、自律的

【再掲】 
・新型コロナウイル
ス感染症の影響
により活動が不
定期となり、これ
まで活動してき
たスタッフの方
のモチベーショ
ンの維持・向上が

【再掲】 

・新型コロナウイルス
感染症の感染拡大防
止に配慮しつつ、地
域活動が円滑に行わ
れるように支援方法
を検討する。（通年） 

・ＳＮＳ活用の環境整
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62 まちづくりセンター：「大きな公共を担う活力ある地域社会づくり」の実現に向けて、市民による自律的な地域運営を積極的に支

援することを目的としている機能や体制などの総称 
63 まちづくりセンター等：まちづくりセンター設置当初は本市からの外部委託であったが、現在では、本市の会計年度任用職員によ

る支援を行う区もあることから、「等」と表記している。 

応を検討する。 

・地域実情に合わせ
てＳＮＳ等を活
用した情報発信
の効果的な支援
を行う。 

・まちづくりセンタ
ー62等63による地
活協への支援の
効果検証に基づ
き、地域の実情に
即した最適な支
援を行う。 

・地活協の認知度向
上を図るため、ホ
ームページや広
報紙で年２回以
上ＰＲを行う。 

なホームページ
更新が確認でき
るまで支援を継
続した。 

・区社会福祉協議会
とのWeb会議を
行う等、実践的な
支援を行った。 

・まちづくりセンタ
ーの支援に関す
るアンケートを
行い、その評価と
これまでの支援
効果検証に基づ
き、支援内容の改
善につなげた。 

・地域実情に応じ、
コロナ禍での総
会の書面決議支
援や会計・広報な
ど、分野ごとに強
弱をつけた支援
を行った。 

困難である。 

・新たな担い手（増
員）よりも高齢化
によるスタッフ
の減員が多く、実
施体制について
の再検討が必要
になっている。 

備支援やわかりやす
い活用説明書を作成
して地域の理解を深
めるなど、地域実情
に合わせてＳＮＳ等
を活用した効果的な
情報発信の支援を行
う。（通年） 

・担い手の不足につい
ては、上記ＳＮＳ等
の活用で新たな担い
手を募集できるよう
に支援するほか、各
地域における効率的
な活動体制の情報を
収集・共有すること
で負担軽減のきっか
けづくりに努める。 

（通年） 

此花区 

・地域担当職員が地
域実情や課題を
把握し、地活協の
活動支援を継続
し課題解決に向
けて地域と情報
共有を行う。 

・行事やイベントに
ついて、新型コロ
ナウイルス感染
症の状況を鑑み、
対策を講じたう
えで実施できる
ものを検討する。 

・各地活協運営委員
会などに出席し、
地域情報の把握
に努めるととも
に、個別の事業に
おける運営方法
の相談や、新しい
担当者への会計
支援などを実施
した。 

・地域の会計担当者
にとっては区の
求める会計書類
が難しく会計支
援が必要となる
ことや地域によ
っては広報が苦
手なところもあ
り区やまちセン
による支援が必
要となる。 

・現在のコロナ禍のみ
ならずアフターコロ
ナ禍での活動も見据
え、まちづくり推進
課職員やまちセンが
オンラインを取り入
れた会計支援を実施
するほか、地活協の
広報について、ＳＮ
Ｓの導入を支援する
など、それぞれの地
活協の活動支援を継
続する。（通年） 

中央区 

・地域カルテを更新
し活用する。 

・派遣型地域公共人
材の利用促進制
度と活用事例を
紹介する。 

・更新した地域カル
テを各地域及び
まちづくりセン
ターと共有し、地
域実情に応じた
支援を行った。 

・課題解決を望む団
体と大阪市地域
公共人材バンク
をつなげた。（申
請件数：１件） 

－ ・地域カルテを更新・活
用する。（11月） 

・地域活動の更なる活
性化への支援を目的
とする派遣型地域公
共人材の利用促進制
度と活用事例を紹介
する。（11月） 
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西区 

○地域の実情に即
した自律的な地
域運営を積極的
に推進するため、
まちづくりセン
ターを活用し、次
の取組を行う。 

・他の地域団体等と
の連携や地域活
動への住民の参
加促進を支援す
る。 

・地域の資源が有効
に活用され、各地
域の特色や課題、
ニーズに応じた
支援を行う。 

・主体的に情報発信
できるよう広報
紙作成等の支援
をする。 

・地域カルテを更新
する。 

○区の広報媒体を
活用し、地域活動
協議会 の活動等
を周知する。 

〇区役所及びまち
づくりセンター
による取組 

・地活協構成団体の
活動等を区民に
周知した。 

・地活協構成団体に
対する組織運営
支援を行った。 

・活動参画の問合せ
のあった企業に
ついて、各地活協
へ紹介等を行う
ことにより、地活
協との活動展開
をはかる等、地活
協と企業との連
携支援を行った。 

・地域資源の有効活
用や地域課題解
決のための地域
カルテの更新を
行った。 

・各地活協に対して
、具体実践的な広
報支援を展開し
た。 

・広報紙等において
地活協の活動等
を周知した。 

・地活協の認知度の
向上や、更なる自
律に向けた取組
支援が必要であ
る。 

○地域の実情に即した
自律的な地域運営を
積極的に推進するた
め、まちづくりセン
ターを活用し、次の
取組を行う。 

・他の地域団体等との
連携や地域活動への
住民の参加促進をは
かるために、各地活
協に対して様々な活
動事例の情報提供や
、新たな事業展開の
方法等の提案を都度
における定例会議に
おいて提案する等の
支援を行う。（通年） 

・各地活協において、地
域の資源が有効に活
用され、さらに各地
域の課題の解決がは
かれるように、状況
等の把握を行い、各
地活の自律状況に応
じた解決方法の提案
等の支援を行う。 

（通年） 

・主体的に情報発信で
きるよう各地活協広
報紙作成等の支援を
する。（通年） 

・地活協の認知度を測
定し、各地域、まちづ
くりセンターと連携
して課題を抽出して
地域カルテを更新す
る。（通年） 

○区の広報媒体を活用
し、地活協の活動等
を周知する。（４年７
月他） 
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港区 

・まちづくりセンタ
ー等と連携して、
地域実情を把握
しながら地域が
自律的に取り組
めるよう持続的
な活動のための
財源確保の手法
としてのＣＢ／
ＳＢの取組を支
援する。 

・コロナ禍でも工夫
しながら事業が
実施できるよう
他地域の状況等
を情報収集、共有
しながら地域実
情に即した支援
を行う。 

・コミュニティ回収
に関心がある地
域に対して、導入
に関するアドバ
イス等の支援に
取り組んだ。（１
地域で起業） 

・年度途中の要綱改
正に伴う感染症
対策物品の補助
について、補助金
説明会や個別の
場で丁寧に説明
を行い、コロナ禍
でも事業が実施
できるよう支援
を行った。 

・地域実情に合わせ
たＣＢ/ＳＢの取
組に対する支援
が必要である。特
に、ペットボトル
回収については、
導入が進んでい
ない。 

・コロナ禍でも工夫
して事業を実施
している地域や
事業と、そうでな
い地域や事業な
どばらつきがあ
る。 

・まちづくりセンター
等と連携して、地域
実情を把握しながら
地域が自律的に取り
組めるよう持続的な
活動のための財源確
保の手法としてのＣ
Ｂ／ＳＢの取組を支
援する。特にペット
ボトル回収について
は、ＳＤＧｓの観点
から積極的に導入で
きるよう説明を行
う。（通年） 

・コロナ禍でも実施し
ている地域の事業方
法を他地域にも情報
共有し広げるととも
に、アフターコロナ
を見据えた活動の仕
方について地域スタ
ッフへアドバイスし
ながら地域実情に即
した支援を行う。 

（通年） 

大正区 

・各地域がＳＮＳ等
を活用し情報発
信力の向上を図
ることができる
よう、統括アドバ
イザー･防災アド
バイザーに加え、
広報アドバイザ
ーを配置し、必要
な支援を行う。 

・統括アドバイザー
･防災アドバイザ
ーに加え、広報ア
ドバイザーを配
置し、ＳＮＳ講座
やLINE開設のサ
ポート、スマホ操
作教室など、各地
域の状況に応じ
た支援を行った。 

・ニーズが高まって
いるＳＮＳ等を
活用した情報発
信について、着手
済の地域への継
続的なサポート
や、未着手の地域
への働きかけが
必要である。 

・統括アドバイザー･防
災アドバイザーに加
え、広報アドバイザ
ーを配置し、ＳＮＳ
講座やLINE開設の
サポート、スマホ操
作教室など、各地域
の状況に応じた支援
を継続する。（通年） 

天王寺区 

・まちづくりセンタ
ーを活用して、地
域の実情に即し
た支援を行う。 

・まちづくりセンタ
ーを活用して各
地活協の活動者
へまちづくりセ
ンターの支援効
果測定のための
アンケートを実
施し、効果測定と
ともに意見集約
を行った。（12月） 

・まちづくりセンタ
ーを活用して、活
動者がＳＮＳを
身近に捉えて、Ｉ
ＣＴの活用がで
きるよう支援を
行った。 

・コロナ禍において
会議や各種活動
が行えなかった
ことにより、活動
の手法や補助金
活用についての
支援を必要とす
る意見があり、各
地活協の実情に
応じた支援を引
き続き行う必要
がある。 

・引き続き、まちづくり
センターを活用して
ＩＣＴの活用方法や
オンライン会議の開
催手法についての助
言を行うなど、各地
域のニーズ及び実情
に即した支援を行
う。（通年） 
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浪速区 

・各地域の取組を収
集・発信し、ノウ
ハウを共有する。 

・引き続き、地域カ
ルテ等を活用し、
各地域の資産（ヒ
ト・モノ・カネ）
を把握・分析し、
担い手確保や人
材育成などの取
組を支援する。 

・各地活協に、ＩＣ
Ｔ化に向けたイ
ンフラの構築説
明を実施した。（
全地域）、また、各
地域の状況に応
じてLINE説明会
などのＩＣＴ化
支援を行い、ＩＣ
Ｔ人材の育成を
行うとともに新
たな担い手確保
に向けた取組に
つなげるための
支援を行った。 
（３地域） 

・地域カルテを地域
と共有し、各地域
の状況を客観的
に把握し、地域活
動を進めるため
の一助とした。 
（全地域） 

・各地活協会計担当
者説明会を開催
し、各地域のノウ
ハウの共有を進
め、会計人材の育
成支援を行った。
（１回） 

・コロナ禍において
地域の活動が自
粛される中であ
るが、各地域の課
題やニーズを把
握し、地域の実情
に即した支援を
進めていく必要
がある。 

・地活協の活動状況や
自律の状況の把握、
地域カルテ更新の支
援などを通じて地活
協と課題を共有した
うえで、地域の実情
に即したきめ細やか
な支援を行う。（全11

地域）（通年） 

・まちづくりセンター
と連携し、地域の実
情に応じた支援を実
施する。（通年） 

・各地域で１項目の重
点支援課題を設定し
、年度内解決に向け
た支援を実施する。 

（全11地域）（通年） 

西淀川区 

・まちづくりセンタ
ーと連携し、アン
ケートにより把
握した企業や活
動団体等が地域
と連携・協働でき
る具体的な内容（
防災訓練やイベ
ントへの参加、講
習会の開催など）
を取りまとめ、地
域へ情報共有す
ることで、双方が
連携・協働できる
マッチング等の
具体策を検討・実
施する。 

・コミュニティ会館
前花壇を利用し
た保育所と地活
協との連携事業
を実施した。 

・３年10月に企業と
地活協の連携に
よるスマホ教室
を開催した。 

・コロナ禍による地
域活動が縮小さ
れたことにより、
地域住民の交流
の希薄化が進ん
でおり、地域福祉
の向上や、地域防
災・防犯意識を高
めるため、地域コ
ミュニティの形
成・強化を図る必
要がある。 

・地域がコロナ禍での
イベントを実施でき
るよう、まちづくり
センターが実施に向
けた検討・実施を支
援する。（通年） 

淀川区 

・全地活協へ訪問し
、地域の役員の方
々から地域課題
等を聞き、支援を
行う。 

・地域活動に参加し
やすいように住

・全地活協へ訪問し
、コロナ禍での活
動や会計業務に
係る支援を行っ
た。 

・全地活協へ地域情
報がわかる小冊

・役員の高齢化や担
い手の不足から
特定の人間に負
担が集中してい
る。 

・全地活協へ訪問し、地
域の役員の方々から
地域課題等を聞き、
支援を行う。（通年） 

・新役員や地域の方に
対して地域ノートを
活用し、地活協の理
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んでいる地域情
報がわかる小冊
子の作成に向け
て、中間支援組織
と連携し、作成の
支援を行う。 

子の作成とその
支援を提案した。 

・各地域の情報や地
域活動について
役立つ情報を掲
載した地域ノー
トを更新し、各地
域へ配付した。 

解促進を深め、新た
な担い手の確保を図
る。（通年） 

東淀川区 

・コロナ禍における
地域の実情を把
握するため、アン
ケートを実施し、
関係先とも連携
しながら、地域活
動の継続・再開に
向けた助言や、新
たな取組に対す
る支援等、地域課
題やニーズに対
応した地域活動
の実施に向けた
支援を行う。 

・中学生以上の住民
を対象に「10年後
の地域につなげ
るインターネッ
トアンケート」を
実施した。 

・地域の実情を把握
し、地域の課題や
ニーズに沿った
支援を行うこと
を目的として、コ
ロナ禍による地
域活動アンケー
トを実施した。 

・アンケート結果等
を踏まえ、他課や
区社協等の関係
先とも連携し、コ
ロナ禍により休
止となった事業
の再開に向けた
助言等を適宜行
った。 

・地域活動への幅広
い支援につなげ
ることを目的と
して、広報紙に地
域づくりアドバ
イザーの特集記
事を３年６月号
に掲載した。 

・地域づくりアド
バイザーの認知
度向上と、より
効果的な支援を
推進する必要が
ある。 

・コロナ禍及びア
フターコロナを
見据えた新たな
活動への転換に
向けた支援を推
進する必要があ
る。 

・地域づくりアドバイ
ザーの認知度向上の
ため、支援メニュー
表を作成し、地域活
動従事者を中心に広
く周知するととも
に、広報紙へ特集記
事を掲載する。 

（通年） 

・引き続き、コロナ禍に
おける地域の実情を
把握するため、アン
ケートを実施し、関
係先とも連携しなが
ら、地域活動の継続・
再開に向けた助言や
、新たな取組に対す
る支援等、地域課題
やニーズに対応した
地域活動の実施に向
けた支援を行う。 

（通年） 

東成区 

・地域のＩＣＴ環境
整備支援及び、Ｓ
ＮＳ活用やWeb
会議システム導
入等のＩＣＴツ
ール活用を支援
する。 

・ ＩＣＴ環境の整
備に向け、地活協
ＰＣの配備や代
表アドレスの設
定等を支援した。 

・コロナ禍での地域
活動を情報交換
しあう場として、
３年12月４日、城
東区、都島区とと
もに３区合同オ
ンラインイベン
ト「ひがしなり・
まち・みらい交流
会」を開催し、コ
ロナ禍での取組

・地域の ＩＣＴ 環
境整備に向けて、
ＳＮＳやWeb会
議の活用に向け
事例紹介するが、
実際の活動場面
で、身近に便利さ
を体感すること
がないため導入
に結びつかない。 

・地域のニーズに応じ
て、地域の ＩＣＴ 活
用の機運を高めるこ
とできるよう、ＳＮ
Ｓでの情報発信やオ
ンライン会議など身
近な体験会の開催や
様々な事例紹介を行
う。（通年） 
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の工夫を互いに
学び合う機会と
した。 

生野区 

・中間支援組織と連
携して、ＮＰＯ、
企業、大学生など
地域のまちづく
りに関する様々
な活動主体と地
域とのネットワ
ークを築く支援
を行う。 

・中間支援組織と連
携して、各地活協
が地域の現状を
共有する事がで
きるように、ブロ
ックの枠組みの
みにこだわらず
に、地活協間のあ
らゆる交流を実
施していく。 

・まちづくりセンタ
ーと連携し、地活
協とＮＰＯ、企業
、大学生など多様
な活動主体と連
携するため、ＳＮ
Ｓ等を通じて、各
まち協の特色あ
る活動を発信す
るなどの支援を
行った。 

・ブロックの枠組み
のみにこだわら
ずに、まちづくり
協議会間のあら
ゆる交流を地域
に選択してもら
うような形で支
援を行っていく
ため、ブロック会
議の定期的な実
施の見直しを行
った。 

・ブロック会議の見
直しに伴う新た
な地域間交流を
行った。 

・学校再編に伴う新
たな地活協間の
交流の支援を行
っていく必要が
ある。 

・学校再編に伴い同じ
小学校区になった地
活協間の「子ども・青
少年」や「防犯・防災
」などの連携を促す
ため、地域間交流の
支援を行っていく。 

（通年） 

旭区 

・「地域活動ガイド
ライン（旭区Ver．
）」等を活用する
とともに、他区の
事例も参考にし
ながら、各地域の
活動再開に向け
た支援に取り組
む。 

・「地域活動ガイド
ライン（旭区Ver．
）」の周知を図る
とともに、他地域
の事例を参考に「
コロナ禍でもで
きる地域活動の
ヒント」を作成、
提供を行った。 

・４年３月１日（火
）に区民センター
大ホールにおい
て「地域活動にお
ける感染症対策」
をテーマに地活
協従事者向け情
報交換会を開催
開した。 

・コロナ禍で中止・
休止となってい
る地域活動の再
開に向け、課題の
洗い出しや具体
的手法の提案等
の支援を継続し
て実施する必要
がある。 

・感染症対策をしっか
りと行いながら事業
を再開できるよう、
他地域の事例を収集
して情報提供を行う
とともに、事業の実
施手法や感染拡大防
止策について具体的
な提案を行う等継続
した支援に取り組
む。（通年） 

・活動の停滞による自
主財源不足の解消に
向けた一助ともなり
うる、新たなペット
ボトル回収などのＣ
Ｂ／ＳＢの取組を支
援する。（通年） 

・ＳＤＧｓに関する理
解促進のため、地域
住民を対象とした啓
発に取り組む。 
（通年） 
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城東区 

・中間支援組織に
よる地域カルテ
更新にあたり、
必要とされる最
適な支援内容の
選択を意図して
、丁寧に取り組
む。 

・地域カルテの更
新に向けて、地
域へのアンケー
ト調査を実施し
、地域の課題認
識を把握確認し
た。 

・事業の中止・変
更に伴う会計面
での相談支援を
実施した。（全16
地域で実施） 

・コミュニティ回
収・ペットボト
ル回収の実施に
向けた環境事業
センター説明会
のコーディネー
トを実施した。 
（計10地域で複
数回実施） 

・自律度が向上し
てきた地域であ
っても、今般の
コロナ禍の影響
を受けて役員交
代等においての
スキル伝承に苦
慮している様子
がうかがえた。
全地域一律でな
い支援を意識し
つつ、地域の状
況変化を敏感に
感じ取り、必要
とされる最適な
支援内容の選択
が必要である。 

・まちづくりセンター
による地域カルテ更
新に着手。（上期） 

なお、更新にあたっ
ては、地域課題を確
認しながら、地域ご
とに、「事業計画支援
」が必要なのか、「広
報支援」や「会計支援
」に支援ボリューム
をあてるべきか等、
精査しながら丁寧に
取り組む。（通年） 

鶴見区 

・２年度の取組につ
いて、一定効果が
あったため、引き
続き各地域の支
援計画を作成し、
進捗管理を行い、
円滑な支援を行
う。 

・５月に地域ごとの
支援計画を作成
し、11月に計画の
振り返りを行い、
計画の進捗を確
認するとともに、
支援計画の見直
しを行うことで、
円滑な支援がで
きた。 

・各地域の自律が進
んでいるが、自律
度にばらつきが
あり、全体の底上
げが必要である。 

・この間の取組につい
て、一定効果が確認
できており、引き続
き各地域の支援計画
を作成し、進捗管理
及び定期的な見直し
を行い、円滑な支援
を行う。（通年） 

阿倍野区 

・まちづくりセンタ
ーと市民協働担
当が連携しなが
ら、各地域におけ
る課題を抽出し、
その解決のため
の地域の実情に
即したきめ細や
かな支援を行う。 

・各地域の実情を把
握し、オンライン
会議の支援や動
画配信などコロ
ナ下における事
業の支援を行っ
た。 

・毎月１回開催の、
行政と地域の連
絡会議である「地
域連絡会議」をオ
ンライン(Teams)
で開催できる環
境支援を行った。
（２回開催） 

・各地域オンライン
会議を活用し、コ
ロナ下において
も事業の会議等
を行うことがで
きるよう支援の
必要がある。 

・まちづくりセンター
と市民協働担当が連
携しながら、オンラ
インについて各会館
に出張講座などのサ
ポートを行うなど地
域の実情に即したき
め細かな支援を行
う。（通年） 

住之江区 

・まちづくりセンタ
ーの支援内容を、
地域の実情に応
じてWeb会議や
動画配信などＩ
ＣＴを活用する
ことで、新しい生
活様式を取り入
れながらよりき
め細やかな支援

・地元企業、ＮＰＯ
の人材、資金、地
域情報等の地域
資源を活用した
地域活動（スマホ
教室・新北島見守
り活動・すみのえ
アート・ビート等
）を実施した。（一
部、Webにより開

・地域課題の解決に
向けた協働取組
がさらに活発に
なるよう支援が
必要である。 

・まちづくりセンター
と連携し、企業、ＮＰ
Ｏ、学校、地域がつな
がる場を積極的に開
催するとともに、We

b会議やオンライン
イベントなどＩＣＴ
の活用について支援
を行う。（通年） 
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を行っていく。 催）（14件） 

・地域活動応援サー
クルイベント部
会会議（Web会議
）を開催した。 
（13回） 

・地域活動応援サー
クルイベント（オ
ンラインラジオ
体操）（17回）  

住吉区 

・担い手の確保や人
材育成に向け、民
間企業やＮＰＯ
団体等との連携・
協働を目的とし
たまちづくり交
流ライブを実施
するとともに効
果を分析し、地域
課題解決につな
げるよう支援す
る。 

・適正な組織運営に
向け、会計事務に
重点をおいた指
導や助言による
支援を行う。 

・地活協による広報
紙発行ができて
いない地域へ実
施地域の手法や
情報を提供する
等、広報紙発行に
向けた支援を行
う。 

・自主財源の確保の
ため、ＣＢ（コミ
ュニティビジネ
ス）の促進に向け
た未実施地域へ
の情報共有や働
きかけによる支
援を実施する。 

・担い手拡大に向け
た広報への支援
を行った。 
（全12地域） 

・まちづくりセンタ
ーによる、地活協
と民間企業やＮ
ＰＯ団体等との
まちづくり交流
ライブを開催し
た。（２回：８月・
３月） 

・各地活協の会計事
務の適正な執行
への支援を行っ
た。（全12地域） 

・地活協広報紙の発
行支援を行った。
（３地域） 

・自主財源の確保の
ため、ＣＢ（コミ
ュニティビジネ
ス）の促進に向け
た未実施地域へ
の情報共有や働
きかけを行った。 

・ＣＢ（コミュニテ
ィビジネス）実施
に向けて、ペット
ボトル回収事業
や広報紙配布事
業等の手続きに
関する支援を行
った。（３地域） 

・地域活動の担い手
確保や人材育成
が不十分である。 

・事業の中止なども
あり、複雑化する
会計事務処理に
苦慮している地
域が多い。 

・地活協による広報
紙発行ができて
いない地域があ
る。 

・ＣＢ（コミュニテ
ィビジネス）につ
いて、取り組めて
いない地域があ
り自主財源の確
保に苦慮してい
る。 

・民間企業やＮＰＯ団
体との連携・協働を
目的としたまちづく
り交流ライブを継続
実施するとともに、
好事例を紹介し、地
域課題解決につなげ
るよう支援する。 

（通年） 

・適正な組織運営に向
け、会計事務に重点
を置いた指導や助言
による支援を行う。 

（通年） 

・地活協広報紙を発行
している地域の手法
や情報を提供する等
、広報紙発行に向け
た支援を行う。 

（通年） 

・ＣＢ（コミュニティビ
ジネス）促進に向け
て、各地活協へペッ
トボトル回収事業や
広報紙配布事業等を
実施している地域の
情報共有や働きかけ
による支援を行う。 
（通年） 

東住吉区 

・支援による改善事
例等を、具体事例
として説明会等
で取り上げ、他地
域へも波及する
よう取り組む。 

・全地域のヒアリン
グ時に参考とな
る地域の活動事
例の紹介をした。 

・他地域との情報交
換の場として会
議を開催し、各地
域の課題等を共

・地域によって状況
が様々であるこ
とから、課題の多
い地域に対して
集中支援を行う
必要がある。 

・支援による改善事例
等を、具体事例とし
て説明会等で取り上
げ、他地域へも波及
するよう取り組む。 

（下期） 

・集中支援として、５年
度に向けた活動の見
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有した。 直しや再構築に向け
た支援を行う。 

（下期） 

平野区 

・各地活協で事業等
を行うにあたり
参考となるよう
な感染症対策に
関する情報提供
を行いつつ、各地
活協が自律的な
地域運営を行え
るようまちづく
りセンターとと
もに支援する。 

・コロナ禍で運営会
議の開催も困難
な状況が想定さ
れることから、各
地活協が取り組
みやすい手法等
を地活協・まちづ
くりセンターと
ともに検討する。 

・地活協から、事業
実施の是非と運
営方法に関する
相談が多く、まち
づくりセンター
とともに感染症
対策に関する情
報提供を行いつ
つ、各地活協が自
律的な地域運営
を行えるよう支
援した。 

・コロナ禍での運営
会議について、W

eb会議など各地
活協が取り組み
やすい手法等を
地活協・まちづく
りセンターとと
もに検討し、情報
提供を行った。 

・まちづくりセンタ
ーを活用して、自
律的な地域運営
への支援を行い、
多世代が交流で
きる取組や住民
間のつながりの
促進を図る必要
がある。 

・各地活協で事業等を
行うにあたり参考と
なるような感染症対
策に関する情報提供
を行いつつ、地活協
の役員に改選があっ
ても、引き継ぎに起
因する活動の鈍化を
引き起こさず、地活
協の意義・役割を理
解して活動できるよ
う、まちづくりセン
ターとともに新役員
に説明する機会を設
けるなどして支援す
る。（通年） 

・コロナ禍で運営会議
の開催も困難な状況
が想定されることか
ら、各地活協が取り
組みやすい手法等を
地活協・まちづくり
センターとともに検
討し、情報提供を行
う。（通年） 

西成区 

・２年度に実施した
ホームページの
立ち上げに関す
る支援の効果検
証を行い、その結
果を基に支援の
進め方を改善し、
今後も他の地活
協に対してホー
ムページに関す
る支援を実施し
ていく。 

・ホームページの活
用方法について
は、会計情報の公
開や地域活動の
紹介以外にも、広
告事業等のＣＢ
／ＳＢや新たな
担い手の確保に
繋がるような取
組が実現できる
よう支援を進め
ていく。 

・ホームページ等を
活用した情報発
信力向上のため、
魅力的な写真の
撮り方や基本的
な肖像権・著作権
の勉強会を行っ
た。 

・コロナ渦による地
域活動の停滞か
ら、新たな担い手
確保に繋がるよ
うな取組の実現
に向けた支援の
実施には至らな
かった。 

・地活協の認知度の
向上や、更なる自
律に向けた支援
が必要である。 

・役員の高齢化など
から、ホームペー
ジの更新や会計
処理に苦慮して
いる地域がある。 

・区においてもFacebo

okなどの広報媒体を
活用し、地活協の活
動状況を積極的に発
信する。（通年） 

・引き続きホームペー
ジに関する支援を実
施するとともに、会
計処理の指導や助言
による支援を行う。 
（通年） 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪市 市政改革室 改革プラン推進担当 

 

〒530-8201 

大阪市北区中之島１－３－２０ 

TEL    06-6208-9885 

FAX    06-6205-2660 

Eﾒｰﾙ  ac0015@city.osaka.lg.jp 


